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21　九世紀における菅原改姓

九
世
紀
に
お
け
る
菅
原
改
姓

溝
口 

優
樹

要
旨

　

本
稿
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
官
人
社
会
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
九
世
紀
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
諸
氏
族
に
よ
る
菅

原
へ
の
改
姓
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
菅
原
氏
の
構
造
や
王
権
に
よ
る
氏
族
政
策
の
一
端
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
桓
武
期
に
改
姓
し
た
古
人
流
は
、
菅
原
朝
臣
と
い
う
姓
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
喪
葬
の
職
務
か
ら
離
脱
し
、
内
階
コ
ー
ス
の
氏
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
延
暦
十
六
（
七
九
七
）
年
以
降
に
土
師
氏
や
秋
篠
氏
か
ら
改
姓
し
た
も
の
は
、
菅
原
・
秋
篠
両
氏
の
盛
衰
に
鑑
み
、
政
治
的
に
有
利
な
菅
原
姓
を
選
択

し
て
い
た
。
出
雲
氏
出
身
の
峯
嗣
は
、
侍
医
と
し
て
淳
和
院
に
奉
仕
し
た
こ
と
を
背
景
に
菅
原
に
改
姓
し
た
が
、
そ
れ
は
名
誉
的
賜
姓
と
し
て
の
性
格
が
強

か
っ
た
。
ま
た
、
梶
吉
・
梶
成
も
一
族
で
医
術
を
伝
習
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
出
雲
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
医
官
を
務
め
た
こ
と
や
遣
唐

使
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
改
姓
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
九
世
紀
後
半
に
お
こ
な
わ
れ
た
日
置
氏
へ
の
菅
原
朝
臣
賜
姓
三
例
の
う
ち
、
日
置
臣

氏
が
改
姓
に
際
し
て
主
張
し
た
系
譜
は
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
日
置
造
・
日
置
首
両
氏
の
そ
れ
は
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
ま
た
、
日
置
造
・
日
置
首
両
氏
へ
の
賜
姓
は
、
藤
原
良
房
や
基
経
の
家
司
に
対
す
る
恩
典
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
古
人
流
を
介
さ
ず

に
系
譜
の
国
家
的
認
定
を
受
け
得
る
条
件
が
整
っ
て
い
た
。
以
上
の
検
討
に
よ
る
と
、
九
世
紀
に
お
け
る
菅
原
氏
は
結
果
的
に
全
体
と
し
て
同
じ
姓
を
称
し

て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
一
体
の
政
治
集
団
と
は
み
な
し
が
た
い
。
ま
た
、
改
姓
を
望
む
諸
氏
族
の
動
向
を
王
権
が
利
用
し
、
奉
仕
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て

賜
姓
を
利
用
し
た
結
果
と
し
て
、
菅
原
に
改
姓
可
能
な
氏
族
の
範
囲
が
拡
大
し
て
い
っ
た
様
相
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
出
雲
氏　

日
置
氏　

医
官　

王
臣
家　

家
司
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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
に
お
け
る
政
治
形
態
を
考
え
る
う
え
で
、
官
人
層
、
と
り
わ
け
貴
族
層
が
い
か
に
構
成
さ
れ
て
い
た
か
が
一
つ
の
論
点
と
な

る
。
か
つ
て
、
議
政
官
を
構
成
す
る
氏
族
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
長
山
泰
孝
は
、
奈
良
貴
族
と
平
安
貴
族
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
）
1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
新
た
に
登
場
し
た
氏
族
は
、
改
賜
姓
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代

に
お
け
る
貴
族
層
・
官
人
層
の
特
質
を
考
え
る
に
は
、
改
賜
姓
の
分
析
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
宇

根
俊
範
に
よ
る
一
連
の
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
朝
臣
賜
姓
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
研
究
）
2
（

で
は
、
賜
姓
後
の
ウ
ヂ
ナ
に
よ
っ
て
⑴
朝
臣
賜
姓
後

の
ウ
ヂ
名
が
既
存
の
朝
臣
氏
族
名
を
名
の
る
も
の
、
⑵
朝
臣
賜
姓
後
の
ウ
ヂ
名
が
既
存
の
朝
臣
氏
族
の
複
姓
ま
た
は
類
似
姓
を
名
の
る
も

の
、
⑶
朝
臣
賜
姓
後
の
ウ
ヂ
名
が
今
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
朝
臣
氏
族
名
を
名
の
る
も
の
に
賜
姓
を
類
型
化
し
た
う
え
で
、
仁
明
期
を

す
ぎ
て
か
ら
類
型
⑴
⑵
の
朝
臣
賜
姓
が
増
加
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、「
平
安
貴
族
社
会
に
お
い

て
支
配
者
集
団
た
り
う
る
氏
族
が
固
定
化
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
桓
武
朝
を
す
ぎ
て
か
ら
新
し
く
誕
生
し
た
朝
臣
氏
族
が

自
ら
を
中
心
に
同
族
を
再
結
集
し
て
、
新
た
な
る
氏
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
必
死
の
闘
争
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
さ
ら
に
宿
祢
賜
姓

を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
研
究
）
（
（

で
は
、
平
安
貴
族
社
会
が
、
奈
良
時
代
よ
り
生
命
を
保
ち
続
け
て
い
る
氏
族
と
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
新
し

く
誕
生
し
た
氏
族
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
二
次
的
な
貴
族
社
会
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　

最
近
、
筆
者
も
平
安
時
代
に
お
け
る
貴
族
社
会
・
官
人
社
会
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
か
ら
、
土
師
氏
が
桓
武
期
に
菅
原
・
秋

篠
・
大
枝
に
改
姓
し
た
事
情
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
）
（
（

。
そ
の
結
果
と
し
て
、
三
氏
そ
れ
ぞ
れ
成
立
事
情
が
異
な
る
な
か
、
平
安
時

代
に
貴
族
の
再
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
た
菅
原
氏
は
、
能
吏
の
個
人
的
資
質
だ
け
で
な
く
、
そ
の
子
孫
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
す
る
天
皇
側



2（　九世紀における菅原改姓

の
施
策
と
、
得
た
地
位
を
子
孫
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
官
人
側
の
周
到
な
戦
略
が
合
致
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
筆
者
が
扱
っ
た
土
師
氏
の
改
賜
姓
は
桓
武
期
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
九
世
紀
代
に
な
る
と
諸
氏
族
に
よ
る
改
姓
が
相

次
い
で
い
く
。
土
師
系
氏
族
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
秋
篠
へ
の
改
姓
は
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
を
最
後
に
み
ら
れ
な
く
な
り
、
大
枝

（
後
に
大
江
）
へ
の
改
姓
は
、
戸
籍
の
誤
り
を
理
由
と
し
た
一
例
を
除
い
て
九
世
紀
に
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
方
、
菅
原
へ
の
改
姓
は

桓
武
期
以
降
も
九
世
紀
を
通
し
て
断
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
土
師
氏
を
と
り
ま
く
政
治
状
況
は
延
暦
十
六

年
（
七
九
七
）
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
前
後
に
お
け
る
菅
原
改
姓
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
九
世
紀
に
は
、
出

雲
氏
や
日
置
氏
な
ど
、
土
師
氏
以
外
の
氏
族
も
菅
原
に
改
姓
す
る
。
こ
の
よ
う
に
九
世
紀
の
菅
原
改
姓
は
、
成
立
当
初
の
そ
れ
と
は
異
な

る
事
情
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
世
紀
に
お
け
る
菅
原
改
姓
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
成
立
当
初
に
お
け
る
菅
原
改

姓
の
分
析
と
は
別
の
面
か
ら
平
安
時
代
に
お
け
る
官
人
社
会
の
特
質
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
菅
原
へ
の
改
姓
は
九
世
紀

を
通
し
て
事
例
が
豊
富
に
あ
り
、
特
定
の
氏
族
に
焦
点
を
あ
て
て
改
賜
姓
の
あ
り
方
の
変
化
を
通
時
代
的
に
追
う
に
は
絶
好
の
素
材
と
い

え
る
。

　

な
お
、
菅
原
改
姓
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
改
姓
す
る
氏
族
側
と
賜
姓
す
る
（
改
姓
を
認
可
す
る
）
国
家
側
の
両
方
の
立
場
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
氏
族
側
の
立
場
に
関
し
て
は
、
宇
根
の
類
型
⑴
に
あ
た
る
改
姓
の
場
合
、
改
姓
に
あ
ず
か
る
氏
族
と
、

も
と
も
と
そ
の
姓
を
有
し
て
い
た
氏
族
両
方
の
立
場
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
宇
根
の
研
究
は
、
特
に
後
者
の
主
体
性
を
重
視
し
て

い
る
と
い
え
る
。
九
世
紀
の
菅
原
改
姓
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
具
体
例
か
ら
検
証
す
る
こ
と
に
も
繋
が
ろ
う
。
さ
ら

に
、
姓
の
賜
与
や
貶
奪
の
権
限
は
、
王
権
ま
た
は
国
家
に
の
み
帰
属
す
る
と
さ
れ
る
の
で
）
（
（

、
九
世
紀
に
お
け
る
菅
原
改
姓
の
分
析
を
通
し

て
、
賜
姓
を
お
こ
な
う
王
権
側
の
氏
族
政
策
に
迫
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
本
稿
で
は
九
世
紀
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
菅
原
改
姓
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
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た
、
そ
れ
を
通
し
て
菅
原
氏
の
構
造
・
存
在
形
態
お
よ
び
王
権
に
よ
る
氏
族
政
策
の
一
端
に
迫
り
た
い
と
思
う
。

一
、
土
師
・
秋
篠
氏
か
ら
の
改
姓

１
．
菅
原
改
姓
の
概
要

（
１
）
菅
原
朝
臣
氏
の
成
立

　

九
世
紀
に
お
け
る
菅
原
改
姓
に
つ
い
て
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
前
に
、
ま
ず
は
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
お
け
る
菅
原
改
姓
の
状
況
を

概
観
し
て
お
き
た
い
。
菅
原
氏
は
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）、
土
師
宿
祢
古
人
が
菅
原
へ
の
改
姓
を
請
願
し
、
そ
れ
が
認
可
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
し
た
。

　
【
史
料
１
】『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
六
月
壬
子
（
二
十
五
日
）
条
（
表
１
─
①
）

遠
江
介
従
五
位
下
土
師
宿
祢
古
人
・
散
位
外
従
五
位
下
土
師
宿
祢
道
長
等
一
十
五
人
言
、
土
師
之
先
出
レ
自
二
天
穂
日
命
一
。
其
十
四

世
孫
、
名
曰
二
野
見
宿
祢
一
。
昔
者
、
纒
向
珠
城
宮
御
宇
垂
仁
天
皇
世
、
古
風
尚
存
、
葬
礼
無
レ
節
。
毎
レ
有
二
凶
事
一
、
例
多
殉
埋
。

于
時
皇
后
薨
、
梓
宮
在
レ
庭
。
帝
顧
二
問
群
臣
一
曰
、
後
宮
葬
礼
、
為
レ
之
奈
何
。
群
臣
対
曰
、
一
遵
二
倭
彦
王
子
故
事
一
。
時
臣
等
遠

祖
野
見
宿
祢
進
奏
曰
、
如
二
臣
愚
意
一
、
殉
埋
之
礼
殊
乖
二
仁
政
一
。
非
二
益
レ
国
利
レ
人
之
道
一
。
仍
率
二
土
部
三
百
余
人
一
、
自
領
取 

レ
埴
造
二
諸
物
象
一
進
之
。
帝
覧
甚
悦
、
以
代
二
殉
人
一
。
号
曰
二
埴
輪
一
。
所
謂
立
物
是
也
。
此
即
往
帝
之
仁
徳
、
先
臣
之
遺
愛
、
垂
二

裕
後
昆
一
、
生
民
頼
矣
。
式
観
二
祖
業
一
、
吉
凶
相
半
、
若
其
諱
辰
掌
レ
凶
、
祭
日
預
レ
吉
。
如
レ
此
供
奉
、
允
合
二
通
途
一
。
今
則
不 

レ
然
。
専
預
二
凶
儀
一
。
尋
二
念
祖
業
一
、
意
不
レ
在
レ
茲
。
望
請
、
因
二
居
地
名
一
、
改
二
土
師
一
以
為
二
菅
原
姓
一
。
勅
、
依
レ
請
許
レ
之
。

　

右
は
、
土
師
宿
祢
古
人
・
道
長
ら
が
菅
原
に
改
姓
し
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
古
人
・
道
長
ら
十
五
人
は
、
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
皇
后
が
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【
表
１
】
土
師
系
諸
氏
の
改
姓

番
号

年
月

日
対

象
者

新
た

に
賜

与
さ

れ
た

姓
備

考
出

典

①
天

応
元

年
（

78１）
６

月
25日

遠
江

介
従

五
位

下
土

師
宿

祢
古

人
・

散
位

外
従

五
位

下
土

師
宿

祢
道

長
ら

１5人
菅

原
居

地
名

に
よ

る
『

続
日

本
紀

』

②
延

暦
元

年
（

782）
5

月
2１日

少
内

記
正

八
位

上
土

師
宿

祢
安

人
ら

（
安

人
の

兄
弟

男
女

６
人

）
秋

篠
『

続
日

本
紀

』

③
延

暦
４

年
（

78４）
8

月
１

日
右

京
人

土
師

宿
祢

淡
海

・
姉

諸
主

ら
秋

篠
宿

祢
『

続
日

本
紀

』

④
延

暦
９

年
（

7９0）
１2月

１
日

真
妹

（
土

師
宿

祢
）・

菅
原

真
仲

・
土

師
菅

麿
ら

大
枝

朝
臣

真
妹

は
追

贈
。

真
仲

と
菅

麿
の

カ
バ

ネ
は

省
略

さ
れ

た
と

み
ら

れ
る

『
続

日
本

紀
』

⑤
延

暦
９

年
１2月

30日
外

従
五

位
下

菅
原

宿
祢

道
長

・
秋

篠
宿

祢
安

人
ら

朝
臣

『
続

日
本

紀
』

正
六

位
上

土
師

宿
祢

諸
士

ら
大

枝
朝

臣

⑥
延

暦
20年

（
80１）

河
内

国
人

土
師

宿
祢

清
貞

菅
原

朝
臣

『
梅

城
録

』
所

引
『

和
漢

年
代

記
』

（『
日

本
後

紀
』

逸
文

）

⑦
弘

仁
2

年
（

8１１）
3

月
2

日
河

内
国

人
従

七
位

下
土

師
宿

祢
常

磐
秋

篠
朝

臣
『

日
本

後
紀

』
山

城
国

人
正

六
位

上
土

師
宿

祢
百

枝
菅

原
朝

臣

⑧
弘

仁
3

年
（

8１2）
６

月
2６日

左
京

人
従

五
位

下
秋

篠
朝

臣
上

子
・

秋
篠

朝
臣

清
子

、
右

京
人

従
五

位
下

秋
篠

朝
臣

室
成

・
従

七
位

上
秋

篠
朝

臣
宅

成
ら

御
井

朝
臣

『
日

本
後

紀
』

⑨
天

長
１0年

（
833）

2
月

左
京

人
図

書
頭

従
五

位
上

秋
篠

朝
臣

雄
継

・
右

京
人

散
位

従
七

位
上

秋
篠

朝
臣

吉
雄

菅
原

朝
臣

『
続

日
本

後
紀

』

⑩
天

長
１0年

8
月

１１日
散

位
従

六
位

上
土

師
連

豊
道

・
従

六
位

上
同

姓
道

吉
ら

４
人

菅
原

宿
祢

『
続

日
本

後
紀

』

⑪
承

和
元

年
（

83４）
5

月
右

京
人

外
従

五
位

下
菅

原
宿

祢
梶

吉
・

大
初

位
下

梶
成

ら
2

人
朝

臣
梶

吉
ら

は
天

長
１0年

に
京

貫
『

続
日

本
後

紀
』

⑫
承

和
１2年

（
8４5）

2
月

１
日

河
内

国
讃

良
郡

人
相

摸
権

掾
従

六
位

下
広

江
連

乙
枚

大
枝

朝
臣

従
五

位
下

大
枝

朝
臣

永
山

の
子

で
あ

っ
た

が
籍

帳
に

編
さ

れ
な

い
ま

ま
父

が
死

ん
だ

た
め

母
氏

姓
を

冒
し

て
い

た
と

こ
ろ

、
父

族
が

憐
れ

ん
で

上
請

し
、

本
に

帰
さ

れ
た

。
京

貫
と

同
時

『
続

日
本

後
紀

』

⑬
貞

観
8

年
（

8６６）
閏

3
月

１7日
左

京
人

木
工

少
属

従
七

位
上

日
置

臣
岡

成
菅

原
朝

臣
土

師
宿

祢
と

同
祖

。
直

前
の

閏
3

月
１0日

に
応

天
門

炎
上

『
日

本
三

代
実

録
』

⑭
貞

観
8

年
１0月

１5日
参

議
正

四
位

下
行

右
大

弁
兼

播
磨

権
守

大
枝

朝
臣

音
人

・
散

位
従

五
位

下
大

枝
朝

臣
氏

雄
ら

大
江

「
大

枝
」

を
姓

と
す

る
の

は
「

本
枝

長
固

」「
子

孫
無

疆
」

の
義

で
は

な
い

が
、「

先
皇

の
恩

給
」

か
ら

生
ま

れ
た

姓
で

あ
る

た
め

称
謂

は
改

め
ず

、「
枝

」
の

字
を

「
江

」
と

す
る

こ
と

を
求

め
、

認
め

ら
れ

た

『
日

本
三

代
実

録
』

⑮
貞

観
９

年
（

8６7）
１１月

20日

太
政

大
臣

家
少

従
正

六
位

下
日

置
造

久
米

麿
菅

原
朝

臣
（

業
利

）
阿

陀
宿

祢
の

後
。

久
米

麿
は

姓
名

を
賜

与

『
日

本
三

代
実

録
』

二
品

式
部

卿
忠

良
親

王
家

令
正

六
位

上
土

師
宿

祢
益

雄
・

掃
部

権
大

属
従

六
位

下
土

師
宿

祢
諸

澄
・

伊
勢

権
少

目
正

六
位

上
土

師
宿

祢
豊

雄
ら

菅
原

朝
臣

⑯
貞

観
１0年

（
8６7）

出
雲

朝
臣

峯
嗣

菅
原

土
師

・
出

雲
と

同
祖

。
卒

伝
（

貞
観

１2年
〈

870〉
3月

30
日

壬
午

条
）

に
よ

る
『

日
本

三
代

実
録

』

⑰
元

慶
元

年
（

877）
１2月

25日
紀

伊
国

那
賀

郡
人

右
大

臣
家

令
兼

主
殿

権
允

日
置

首
永

津
・

弟
掃

部
少

属
正

八
位

下
日

置
首

今
津

菅
原

朝
臣

天
穂

日
命

の
後

。
大

江
・

菅
原

・
秋

篠
朝

臣
と

同
祖

。
永

津
ら

は
元

慶
６年

に
京

貫
『

日
本

三
代

実
録

』

⑱
元

慶
元

年
１2月

27日
左

京
人

前
遠

江
掾

正
八

位
上

土
師

宿
祢

常
見

・
弟

織
部

佑
従

六
位

下
土

師
宿

祢
長

雄
・

常
見

男
文

章
生

連
胤

ら
菅

原
朝

臣
野

見
宿

祢
の

後
『

日
本

三
代

実
録

』
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薨
じ
た
際
、「
遠
祖
」
で
あ
る
野
見
宿
祢
が
土
部
三
〇
〇
人
を
率
い
て
埴
輪
を
造
り
殉
死
に
代
え
た
と
い
う
功
績
を
あ
げ
た
う
え
で
、「
祖

業
」
を
観
る
と
吉
凶
相
半
ば
し
て
い
た
も
の
の
、
今
は
専
ら
凶
儀
に
預
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
不
本
意
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
。
そ
し

て
、
居
地
名
に
よ
り
菅
原
へ
の
改
姓
を
請
願
し
、
認
可
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、
は
じ
め
て
菅
原
に
改
姓
し
た
範
囲
で
あ
る
。
史
料
１
に
よ
る
と
、
菅
原
へ
の
改
姓
を
願
い
出
た
の

は
古
人
・
道
長
ら
十
五
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
菅
原
に
改
姓
し
た
の
は
土
師
氏
の
な
か
で
も
古
人
の
親
族
を
中
心
と
し
た
限
ら

れ
た
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
後
の
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
に
大
枝
朝
臣
を
賜
姓
さ

れ
た
な
か
に
、
菅
原
真
仲
が
い
る
こ
と
で
あ
る
（
表
１
─
④
）。
菅
原
真
仲
も
、
古
人
ら
と
と
も
に
菅
原
に
改
姓
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
真
仲
ら
に
与
え
ら
れ
た
大
枝
朝
臣
と
い
う
姓
は
、
土
師
氏
の
な
か
で
も
「
毛
受
腹
」
の
み
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
続
日
本

紀
』
に
よ
る
と
、
土
師
氏
に
は
「
四
腹
」
あ
り
（
後
掲
史
料
2
）、
八
世
紀
末
頃
の
土
師
氏
は
「
腹
」
と
よ
ば
れ
る
、
同
族
意
識
を
も
つ

グ
ル
ー
プ
）
6
（

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
真
仲
は
大
枝
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
毛
受
腹
」
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
が
、
同
じ
く
菅
原
に
改
姓
し
た
古
人
ら
は
「
自
余
の
三
腹
」
の
一
つ
に
属
し
て
い
た
。
つ
ま
り
菅
原
改
姓
は
、「
腹
」
を
越
え
て
及
ん

で
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
菅
原
氏
は
、
成
立
当
初
か
ら
擬
制
同
族
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
集
団
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　

菅
原
朝
臣
と
い
う
氏
は
、
菅
原
宿
祢
氏
に
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。

　
【
史
料
2
】『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
十
二
月
辛
酉
条
（
表
１
─
⑤
）

勅
、
外
従
五
位
下
菅
原
宿
祢
道
長
・
秋
篠
宿
祢
安
人
等
並
賜
二
姓
朝
臣
一
。
又
正
六
位
上
土
師
宿
祢
諸
士
等
賜
二
姓
大
枝
朝
臣
一
。
其

土
師
氏
、
惣
有
二
四
腹
一
。
中
宮
母
家
者
、
是
毛
受
腹
也
。
故
毛
受
腹
者
、
賜
二
大
枝
朝
臣
一
。
自
余
三
腹
者
、
或
従
二
秋
篠
朝
臣
一
、

或
属
二
菅
原
朝
臣
一
矣
。
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右
は
、
菅
原
へ
の
改
姓
か
ら
約
九
年
後
に
お
け
る
賜
姓
記
事
で
あ
り
、
菅
原
宿
祢
道
長
・
秋
篠
宿
祢
安
人
ら
に
朝
臣
、
土
師
宿
祢
諸
士

ら
に
大
枝
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
史
料
１
の
筆
頭
に
名
が
み
え
た
古
人
が
史
料
2
に
み
え
な
い
の
は
、
既
に
死
去
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
）
7
（

。
一
見
す
る
と
菅
原
氏
の
な
か
で
も
道
長
の
み
に
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
、
道
長
以

外
の
菅
原
氏
の
氏
人
も
朝
臣
姓
を
称
し
て
お
り
、
道
長
だ
け
で
な
く
、
菅
原
氏
全
体
へ
の
朝
臣
賜
姓
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
天
応
元
年
に
お
け
る
菅
原
へ
の
改
姓
、
延
暦
九
年
に
お
け
る
朝
臣
賜
姓
を
経
て
、
菅
原
朝
臣
と
い
う
氏
が
成
立
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
古
人
の
系
統
の
菅
原
氏
に
つ
い
て
は
、
古
人
流
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
２
）
諸
氏
族
に
よ
る
菅
原
改
姓

　

菅
原
朝
臣
と
い
う
氏
の
成
立
後
も
、
菅
原
へ
の
改
姓
は
九
世
紀
を
通
し
て
断
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
（
表
１
）。
こ
う
し
て
菅
原
に
改

姓
し
た
氏
族
は
、
土
師
氏
に
限
ら
な
か
っ
た
。
九
世
紀
に
菅
原
へ
改
姓
し
た
氏
族
は
、
⑴
土
師
氏
（
表
１
─
⑥
⑦
⑩
⑮
⑱
）、
⑵
秋
篠
氏

（
表
１
─
⑨
）、
⑶
出
雲
氏
（
表
１
─
⑯
）、
⑷
日
置
氏
（
表
１
─
⑬
⑮
⑰
）
の
四
つ
に
整
理
で
き
る
。

　

ま
た
、
菅
原
へ
改
姓
し
た
経
緯
が
不
明
な
も
の
と
し
て
梶
吉
・
梶
成
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
2
）。
史
料
2
に
よ
る
と
、
土
師

氏
に
は
「
四
腹
」
が
あ
り
、「
毛
受
腹
」
以
外
の
「
三
腹
」
は
菅
原
朝
臣
・
秋
篠
朝
臣
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
梶
吉
は
天
長
八
年

（
八
三
一
）
の
時
点
（
表
2
─
①
）
で
宿
祢
姓
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
毛
受
腹
」
以
外
の
土
師
氏
が
菅
原
朝
臣
・
秋
篠
朝
臣
へ
改
姓

し
た
際
、
梶
吉
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
延
暦
九
年
に
土
師
氏
の
う
ち
「
毛
受
腹
」
以
外
の
「
三
腹
」
が
菅

原
朝
臣
・
秋
篠
朝
臣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
梶
吉
は
土
師
氏
の
「
三
腹
」
以
外
か
ら
菅
原
へ
改
姓
し
て
い
た
可
能
性
も
浮

か
ん
で
く
る
。

　

以
下
で
は
、
右
の
よ
う
な
九
世
紀
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
諸
氏
族
に
よ
る
菅
原
改
姓
の
事
情
を
検
討
す
る
。
な
お
、
出
雲
氏
か
ら
改
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姓
し
た
菅
原
氏
と
梶
吉
・
梶
成
は
、
い
ず
れ
も
医
道
を
修
め
た
菅
原
氏
と
し
て
深

い
関
係
に
あ
る
と
予
見
で
き
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
．
古
人
流

（
１
）
官
職
・
職
掌
面
で
の
意
義

　

九
世
紀
に
お
こ
な
わ
れ
た
諸
氏
族
に
よ
る
菅
原
改
姓
の
う
ち
、
ま
ず
は
土
師
・

秋
篠
氏
に
よ
る
事
例
か
ら
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
古
人
流

が
菅
原
朝
臣
と
い
う
姓
を
得
た
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
古
人
流
に

よ
る
改
姓
は
、
官
職
・
職
掌
と
位
階
の
両
面
に
お
い
て
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
ず
は
、
官
職
・
職
掌
の
面
か
ら
改
姓
の
意
義
を
考
え
よ
う
。

　

律
令
制
下
に
お
い
て
土
師
宿
祢
氏
は
、
諸
陵
司
（
天
平
元
年
〈
七
二
九
〉
以
降

は
諸
陵
寮
）
に
属
す
る
土
部
の
負
名
氏
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
養
老
職
員
令
１９
諸

陵
司
条
に
よ
る
と
、
諸
陵
司
に
は
土
部
十
人
が
所
属
し
て
お
り
、
そ
の
職
掌
は

「
凶
礼
を
賛
た
す
け
み
ち
び
相
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
令
義
解
』
は
「
凶
例
」
に

関
し
て
、
土
師
宿
祢
の
「
年
位
高
進
」
な
る
者
、
つ
ま
り
年
齢
・
位
階
の
高
い
者

が
大
連
、
そ
れ
に
次
ぐ
者
が
少
連
と
な
る
と
註
し
て
い
る
。
ま
た
養
老
喪
葬
令

４
百
官
在
職
条
は
、
三
位
以
上
及
び
皇
親
の
喪
葬
に
あ
た
っ
て
「
皆
土
部
礼
制
を

示
せ
」
と
規
定
し
て
お
り
、『
令
集
解
』
が
引
く
「
令
釈
」
や
「
古
記
」
は
、
官

【表 ２】菅原梶吉・梶成の動向
番号 年月日 内容 出典

① 天長 8 年（83１）
正月 ４ 日 菅原宿祢梶吉、正六位上から外従五位下に叙される 『類聚国史』９９、

叙位

② 天長１0年（833）
8 月１7日 摂津国人戸主外従五位下菅原宿祢梶吉らが右京二條に貫附される 『続日本後紀』

③ 承和元年（83４）
5 月2６日 右京人外従五位下菅原宿祢梶吉・大初位下梶成ら 2 人が朝臣を賜姓される 『続日本後紀』

④ 承和 7 年（8４0）
４ 月 8 日

遣唐知乗船事菅原梶成らが乗船した遣唐使第二舶が大隅国に着いたことを大宰府
が上表する 『続日本後紀』

⑤ 承和 7 年
４ 月１5日

大宰大貳南淵朝臣永河・少貳文屋朝臣真屋らに、遣唐使の慰労を命じる勅符が下
される。 ４ 月 8 日に得た飛駅の奏状によると、遣唐知乗船事菅原梶成らは「異域」
に漂入したが、辛うじて生き逃れ、一隻の小船に乗り大隅国海畔に着いたという

『続日本後紀』

⑥ 承和 7 年
６ 月 5 日

遣唐第二舶知乗船事正六位上菅原朝臣梶成らが「南海の賊地」に漂着して戦った
時に得た兵器を献上する 『続日本後紀』

⑦ 承和 ９ 年（8４2）
8 月１１日 外従五位下菅原朝臣梶吉、肥後介を兼ねる。侍医はもとのまま 『続日本後紀』

⑧ 承和１2年（8４5）
正月 7 日 菅原朝臣梶吉、外従五位下から従五位下に叙される 『続日本後紀』

⑨ 仁寿 3 年（853）
正月 7 日 菅原朝臣梶成、正六位上から外従五位下に叙される 『日本文徳天皇

実録』

⑩ 仁寿 3 年 ６ 月
辛酉条 2 日 菅原朝臣梶成、卒す。卒時の官位は侍医外従五位下 『日本文徳天皇

実録』
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処
分
を
承
け
て
治
部
省
が
土
師
宿
祢
等
を
差
遣
す
る
と
註
し
て
い
る
。
な
お
、
諸
陵
司
が
土
師
宿
祢
の
氏
人
ら
四
人
を
召
し
た
こ
と
を
示

す
木
簡
）
8
（

も
あ
り
、
実
際
に
土
師
宿
祢
の
氏
人
が
土
部
に
任
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
土
師
氏
は
、
八
世
紀
を
通
じ

て
諸
陵
寮
の
頭
・
助
・
属
（
六
割
）
を
輩
出
し
て
い
た
）
9
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
土
師
氏
は
律
令
制
下
に
お
い
て
諸
陵
司
（
諸
陵
寮
）
を
介
し
て
喪
葬
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
古
人
ら

が
菅
原
へ
の
改
姓
を
請
願
し
た
際
、
喪
葬
の
み
に
預
か
る
こ
と
が
不
本
意
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
史
料
１
）、
土
師
安
人
が
秋
篠

へ
の
改
姓
し
た
際
も
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
）
１0
（

。

　

律
令
官
僚
制
の
も
と
、
官
人
た
ち
は
原
則
と
し
て
出
自
に
か
か
わ
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
官
職
に
就
く
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
土
師
氏
も
同

様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
土
師
姓
を
も
つ
以
上
、
喪
葬
関
係
の
職
務
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
居
地
名
に
由
来
す
る
菅
原
へ

の
改
姓
は
、
土
師
姓
を
棄
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喪
葬
関
係
の
職
務
か
ら
の
離
脱
を
可
能
と
す
る
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
２
）
位
階
面
で
の
意
義

　

次
に
、
古
人
流
が
菅
原
朝
臣
に
改
姓
し
た
意
義
に
つ
い
て
、
位
階
面
か
ら
考
え
た
い
。
ま
ず
前
提
と
し
て
確
認
し
た
い
の
は
、
官
人
の

昇
叙
に
内
外
階
コ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
野
村
忠
夫
に
よ
る
と
、
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
に
内
・
外
階
制
が
成
立
し
、「
中
央
貴

族
官
人
」
が
五
位
ラ
イ
ン
へ
昇
叙
す
る
に
あ
た
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
内
五
位
に
叙
さ
れ
る
内
階
コ
ー
ス
と
、
ま
ず
は
外
五
位
に
叙
さ
れ
る

外
階
コ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
を
境
と
し
て
、
真
人
・
朝
臣
姓
お
よ
び
一
部
の
宿
祢
姓
氏
は
内
階

コ
ー
ス
、
他
の
宿
祢
姓
氏
お
よ
び
忌
寸
姓
氏
以
下
は
外
階
コ
ー
ス
と
い
う
コ
ー
ス
区
分
基
準
が
定
着
し
た
と
い
う
）
１１
（

。

　

こ
の
よ
う
な
内
・
外
階
制
の
も
と
、
土
師
氏
は
一
貫
し
て
外
階
コ
ー
ス
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
）
１2
（

。
と
こ
ろ
が
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ

た
翌
年
の
延
暦
十
年
、
菅
原
道
長
と
秋
篠
安
人
は
同
時
に
外
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
）
１3
（

。
こ
の
点
に
注
目
し
た
米
澤
康

姓
し
た
菅
原
氏
と
梶
吉
・
梶
成
は
、
い
ず
れ
も
医
道
を
修
め
た
菅
原
氏
と
し
て
深

い
関
係
に
あ
る
と
予
見
で
き
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
．
古
人
流

（
１
）
官
職
・
職
掌
面
で
の
意
義

　

九
世
紀
に
お
こ
な
わ
れ
た
諸
氏
族
に
よ
る
菅
原
改
姓
の
う
ち
、
ま
ず
は
土
師
・

秋
篠
氏
に
よ
る
事
例
か
ら
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
古
人
流

が
菅
原
朝
臣
と
い
う
姓
を
得
た
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
古
人
流
に

よ
る
改
姓
は
、
官
職
・
職
掌
と
位
階
の
両
面
に
お
い
て
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
ず
は
、
官
職
・
職
掌
の
面
か
ら
改
姓
の
意
義
を
考
え
よ
う
。

　

律
令
制
下
に
お
い
て
土
師
宿
祢
氏
は
、
諸
陵
司
（
天
平
元
年
〈
七
二
九
〉
以
降

は
諸
陵
寮
）
に
属
す
る
土
部
の
負
名
氏
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
養
老
職
員
令
１９
諸

陵
司
条
に
よ
る
と
、
諸
陵
司
に
は
土
部
十
人
が
所
属
し
て
お
り
、
そ
の
職
掌
は

「
凶
礼
を
賛
た
す
け
み
ち
び
相
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
令
義
解
』
は
「
凶
例
」
に

関
し
て
、
土
師
宿
祢
の
「
年
位
高
進
」
な
る
者
、
つ
ま
り
年
齢
・
位
階
の
高
い
者

が
大
連
、
そ
れ
に
次
ぐ
者
が
少
連
と
な
る
と
註
し
て
い
る
。
ま
た
養
老
喪
葬
令

４
百
官
在
職
条
は
、
三
位
以
上
及
び
皇
親
の
喪
葬
に
あ
た
っ
て
「
皆
土
部
礼
制
を

示
せ
」
と
規
定
し
て
お
り
、『
令
集
解
』
が
引
く
「
令
釈
」
や
「
古
記
」
は
、
官
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は
、
彼
ら
が
改
姓
に
よ
っ
て
内
階
昇
進
の
路
を
切
り
開
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
１４
（

。
た
だ
、
改
姓
に
よ
っ
て
位
階
面
で
の
恩
恵
を
受
け

た
の
は
道
長
・
安
人
の
個
人
に
留
ま
ら
な
い
。
大
塚
徳
郎
は
、
菅
原
氏
な
ど
土
師
氏
か
ら
改
姓
し
た
氏
族
が
「
内
階
コ
ー
ス
の
家
」
と

な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
１5
（

。
つ
ま
り
菅
原
氏
に
限
っ
て
い
え
ば
、
改
姓
記
事
に
み
え
る
道
長
だ
け
で
な
く
、
菅
原
氏
そ
の
も
の
が
内

階
コ
ー
ス
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
表
3
を
参
照
す
る
と
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
菅
原
氏
は
原
則
と
し
て
外
五
位
を
経
ず
に
内
五

位
へ
進
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　

時
代
は
十
二
世
紀
前
後
に
降
る
が
、
次
の
史
料
か
ら
は
、
菅
原
姓
が
内
階
に
対
応
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
【
史
料
3
】『
江
家
次
第
』
巻
二
、
正
月
乙
、
摂
政
時
叙
位
事
（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
冊
子
本
）
１６
（

）

諸
宮
給
雖
二
下
姓
一
、
叙
二
内
階
一
。
自
余
依
レ
姓
叙
二
内
外
階
一
。
若
有
二
疑
姓
一
者
、
先
叙
二
外
階
一
、
後
日
依
レ
愁
叙
二
内
階
一
。
朝
外

〈
是
朝
臣
姓
叙
二
外
階
一
也
。
車
持
類
也
。〉、
異
内
〈
是
非
二
朝
臣
姓
一
叙
二
内
階
一
也
。
如
二
清
原
真
人
一
。〉、
真
人
・
宿
祢
・
連
・

直
・
公
・
県
主
・
忌
寸
・
首
。

王
・
平
・
源
・
藤
原
・
橘
・
菅
原
・
大
中
臣
・
高
階
・
在
原
・
宮
道
、
已
上
、
不
レ
叙
二
外
階
一
、
必
叙
二
内
階
一
。

　

右
は
、
摂
政
が
置
か
れ
て
い
た
時
の
叙
位
に
関
す
る
儀
式
次
第
に
関
連
し
て
、
内
階
に
叙
す
姓
と
外
階
に
叙
す
姓
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
記
述
に
関
し
て
ま
ず
留
意
し
た
い
の
は
、「
首
」
と
「
王
」
の
間
で
改
行
が
あ
り
、
こ
の
間
で
記
述
内
容
が
変
わ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
真
人
」
か
ら
「
首
」
ま
で
は
朝
臣
以
外
の
姓
の
具
体
例
で
あ
り
、「
王
」
か
ら
「
宮
道
」
ま
で
は

必
ず
内
階
に
叙
す
姓
で
あ
る
。
こ
の
史
料
3
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
朝
臣
姓
は
内
階
に
対
応
し
て
い
た
が
、
朝
臣
姓
で
あ
っ
て
も
外
階

に
叙
さ
れ
る
「
朝
外
」
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
王
・
平
・
源
・
藤
原
・
橘
・
菅
原
・
大
中
臣
・
高
階
・
在
原
・
宮
道
は
外
階
に
叙
さ
ず
、

必
ず
内
階
に
叙
す
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
二
世
紀
に
菅
原
姓
が
内
階
に
叙
す
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
表
3
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
菅
原
氏
が
外
五
位
を
経
ず
内
五
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
内
階
の
氏
と
し
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【表 ３】 ８・ ９世紀における菅原氏の叙爵

番号 名 位階 姓 年月日 備考

① 古人

正六位上 
→外従五位下 土師宿祢 宝亀１0年（77９）正月23日

外従五位下 
→従五位下 土師宿祢 天応元年（78１） ６ 月１６日 入内

② 道長 外従五位下 
→従五位下 菅原朝臣 延暦１0年（7９１）正月 7 日 入内

③ 門守 従五位下 菅原朝臣 延暦１8年（7９９） 2 月20日

④ 清公 正六位上 
→従五位下 菅原朝臣 延暦2４年（805） 7 月25日

⑤ 清人 従七位下 
→従五位下 菅原朝臣 弘仁 2 年（8１１）正月2９日

⑥ 梶吉

正六位上 
→外従五位下 菅原宿祢 天長 8 年（83１）正月 ４ 日 出 典 は『 類 聚 国 史 』

９９、叙位
外従五位下 
→従五位下 菅原朝臣 承和１2年（8４5）正月 7 日 入内

⑦ 閑子 无位 
→従五位下 菅原朝臣 承和 5 年（838）１１月2９日

⑧ 善主 正六位上 
→従五位下 菅原朝臣 承和 ６ 年（83９） ９ 月28日

⑨ 豊道 正六位上 
→従五位下 菅原宿祢 承和 7 年（8４0）正月 7 日 天長１0年に土師連か

ら改姓

⑩ 是善 正六位上 
→従五位下 菅原朝臣 承和１１年（8４４）正月 7 日

⑪ 梶成 正六位上 
→外従五位下 菅原朝臣 仁寿 3 年（853）正月 7 日

⑫ 河道 正六位上 
→従五位下 菅原朝臣 斉衡元年（85４）正月 7 日

⑬ 護祖 正六位上 
→従五位下 菅原朝臣 貞観１１年（8６９）正月 7 日

⑭ 道真 正六位上 
→従五位下 菅原朝臣 貞観１６年（87４）正月 7 日 公卿補任（寛平 5 年

条）による

⑮ 永津

正六位上 
→外従五位下 菅原朝臣 元慶 3 年（87９） 5 月 8 日 元慶元年に日置首か

ら改姓
外従五位下 
→従五位下 菅原朝臣 元慶 8 年（88４） 2 月23日 入内

⑯ 周子 無位 
→従五位下 菅原朝臣 元慶 8 年（88４） 2 月2６日

⑰ 類子 無位 
→従五位下 菅原朝臣 元慶 8 年（88４） 2 月2６日

〔凡例〕
・叙爵記事または入内記事がある場合はそれを掲出した
・叙爵記事がない場合は五位として確認できる初見記事を掲出した
・出典は特に記さない限り『続日本紀』以降の国史による
・菅原姓を有しながら外五位に叙された人物は着色して示した
・宿祢姓を有しながら外五位を経ずに内五位に叙された人物は網掛けで示した
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て
の
位
置
づ
け
は
概
ね
九
世
紀
以
来
の
も
の
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
例
外
も
あ
り
、
菅
原
姓
を
有
し
な
が
ら
外
階
コ
ー

ス
を
辿
っ
て
い
る
例
も
一
部
み
ら
れ
る
（
表
3
─
⑥
⑪
⑮
）。
そ
の
点
に
お
い
て
、
九
世
紀
に
お
け
る
叙
位
の
あ
り
方
と
『
江
家
次
第
』

に
み
え
る
そ
れ
と
は
厳
密
に
は
異
な
る
。
ま
た
、
道
長
は
菅
原
に
改
姓
し
て
か
ら
し
ば
ら
く
外
従
五
位
下
に
据
え
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ

り
、
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
た
翌
月
の
延
暦
十
年
正
月
に
入
内
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
桓
武
期
の
菅
原
氏
は
、
菅
原
姓
に
よ
っ
て

内
五
位
を
得
た
と
い
う
よ
り
も
、
朝
臣
姓
に
よ
っ
て
内
五
位
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
結
果
的
に
、〈
菅
原
姓
＝
内
階
〉
と

い
う
対
応
関
係
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
古
人
流
は
菅
原
朝
臣
と
い
う
姓
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
官
職
・
職
掌
と
位
階
の
両
面
に
お
い
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
こ
と
を
確

認
し
た
。
た
だ
し
、
土
師
氏
か
ら
菅
原
に
改
姓
し
た
の
は
古
人
流
だ
け
で
は
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
菅
原
氏
は
成
立
当
初
か
ら
擬
制
同

族
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
延
暦
九
年
に
お
け
る
菅
原
氏
へ
の
朝
臣
賜
姓
と
同
じ
頃
、
土
師
氏
の
「
四
腹
」
の
う
ち
「
毛

受
腹
」
以
外
の
「
三
腹
」
は
、
菅
原
朝
臣
か
秋
篠
朝
臣
へ
合
流
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
史
料
2
）。
例
え
ば
、
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）

に
右
京
に
移
貫
さ
れ
て
い
る
菅
原
朝
臣
常
人
）
１7
（

は
、
延
暦
九
年
に
「
三
腹
」
の
い
ず
れ
か
か
ら
菅
原
朝
臣
氏
に
合
流
し
た
非
古
人
流
の
実
例

と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
土
師
氏
か
ら
菅
原
朝
臣
へ
の
改
姓
に
つ
い
て
は
、
古
人
流
に
お
け
る
改
姓
の
意
義
と
概

ね
同
様
の
意
義
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
延
暦
十
六
年
以
降

　

延
暦
九
年
に
お
け
る
菅
原
朝
臣
氏
の
成
立
後
も
、
土
師
氏
か
ら
菅
原
朝
臣
へ
の
改
姓
は
九
世
紀
を
通
し
て
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
、
必
ず
し
も
古
人
流
に
お
け
る
改
姓
と
同
様
の
意
義
が
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
延
暦
十
六
年
、
土
師
宿
祢

の
氏
人
の
み
が
凶
儀
に
預
か
る
こ
と
が
停
止
さ
れ
た
）
１8
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
土
師
宿
祢
の
氏
人
で
あ
っ
て
も
、
凶
儀
に
携
わ
る
義
務
は
な
く
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な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
古
人
ら
が
主
張
し
た
よ
う
な
、
土
師
姓
で
い
る
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
様
に

興
味
深
い
の
は
、
秋
篠
氏
か
ら
菅
原
朝
臣
に
改
姓
し
た
事
例
で
あ
る
（
表
１
─
⑨
）。
こ
の
時
に
改
姓
し
た
雄
継
ら
は
、
既
に
秋
篠
朝
臣

と
い
う
姓
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
喪
葬
と
の
関
係
は
絶
た
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
既
に
喪
葬
か
ら
離
脱
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
土
師
氏
や
秋
篠
氏
が
菅
原
に
改
姓
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
土
師
姓
を
棄
て
る
こ
と
よ
り
も
、
菅
原
姓
を
獲
得
す
る
こ
と
に
意

義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
菅
原
へ
の
改
姓
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
は
、
土
師
氏
が
改
姓
可
能
な
姓
の
制
約
と
、
そ
の

姓
を
も
つ
既
存
氏
族
の
政
治
的
動
向
で
あ
る
。

　

延
暦
九
年
、
土
師
氏
を
前
身
と
す
る
菅
原
・
秋
篠
・
大
枝
の
三
氏
が
出
揃
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
大
枝
に
改
姓
で
き
る
の
は
土
師
氏
の

「
四
腹
」
の
う
ち
「
毛
受
腹
」
の
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
「
三
腹
」
が
改
姓
で
き
る
の
は
、
菅
原
姓
か
秋
篠
姓
の
二
択
と
な

る
。
こ
こ
で
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
両
氏
の
政
治
的
動
向
）
１９
（

を
み
る
と
、
秋
篠
氏
に
関
し
て
は
安
人
が
桓
武
に
重
用
さ
れ
、
平
城
期
に
は
伊

予
親
王
事
件
で
一
時
的
に
失
脚
す
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
に
「
参
議
従
三
位
行
近
江
守
」
で
薨
じ
る
ま
で
、

高
い
政
治
的
地
位
を
築
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
安
人
の
死
後
、
秋
篠
氏
は
急
速
に
衰
退
し
、
や
が
て
貴
族
社
会
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
と
な

る
。
そ
の
一
方
で
菅
原
氏
は
、
古
人
の
死
後
も
嵯
峨
天
皇
の
も
と
で
唐
風
化
政
策
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
清
公
を
は
じ
め
、
次
世
代

以
降
も
是
善
・
道
真
な
ど
公
卿
を
連
続
し
て
輩
出
し
て
い
る
。
概
し
て
い
え
ば
、
弘
仁
年
間
は
菅
原
・
秋
篠
氏
が
拮
抗
し
、
安
人
の
死
後

は
菅
原
氏
が
優
勢
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
菅
原
・
秋
篠
両
氏
の
盛
衰
は
、
改
姓
動
向
に
も
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
弘
仁
年
間
は
菅
原
朝
臣
・
秋
篠
朝
臣

へ
の
改
姓
が
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
る
事
例
も
あ
っ
た
が
（
表
１
─
⑦
）、
安
人
の
死
後
は
秋
篠
朝
臣
か
ら
菅
原
朝
臣
へ
の
改
姓
事
例
が
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（
表
１
─
⑨
）、
弘
仁
年
間
を
過
ぎ
る
と
秋
篠
へ
の
改
姓
事
例
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
改
姓
の
動
向
か
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ら
す
る
と
、
土
師
氏
や
菅
原
か
ら
菅
原
に
改
姓
し
た
人
々
は
、
菅
原
・
秋
篠
両
氏
の
盛
衰
に
鑑
み
、
政
治
的
に
有
利
な
姓
と
し
て
菅
原
姓

を
選
択
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

二
、
医
道
菅
原
氏

１
．
峯
嗣

（
１
）
峯
嗣
の
生
涯

　

本
章
で
は
、
医
道
を
修
め
た
人
物
の
菅
原
改
姓
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
い
。
ま
ず
は
、
出
雲
氏
か
ら
菅
原
に
改
姓
し
た
峯
嗣
を
と
り
あ

げ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
卒
伝
に
よ
っ
て
略
歴
を
確
認
し
よ
う
。

　
【
史
料
４
】『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
三
月
三
十
日
壬
午
条
（
表
１
─
⑯
）

散
位
従
五
位
上
菅
原
朝
臣
峯
嗣
卒
。
峯
嗣
者
、
左
京
人
也
。
父
出
雲
朝
臣
広
貞
、
長
二
於
医
師
一
、
官
為
二
正
五
位
下
信
濃
権
守
一
。

淳
和
太
上
天
皇
竜
潜
之
日
、
令
下
二
峯
嗣
一
侍
中
春
宮
藩
邸
上
。
峯
嗣
自
申
請
、
欲
レ
継
二
家
業
一
、
仍
補
二
医
得
業
生
一
。
医
得
業
生
、

自
レ
此
而
始
。
峯
嗣
、
奉
試
及
第
、
弘
仁
十
三
年
除
二
左
兵
衛
医
師
一
、十
四
年
遷
二
医
博
士
一
、
天
長
四
年
兼
二
内
薬
佑
一
、七
年
兼
二
侍

医
一
、八
年
兼
二
摂
津
大
目
一
。
是
年
讓
二
医
博
士
於
物
部
広
泉
一
。
十
年
為
二
春
宮
坊
主
膳
正
一
、
内
薬
佑
・
侍
医
・
摂
津
大
目
並

如
レ
故
。
承
和
二
年
授
二
従
五
位
下
一
。
淳
和
太
上
天
皇
思
二
在
藩
之
旧
一
、
以
二
峯
嗣
一
為
二
侍
者
一
、
寵
遇
優
渥
、
頗
超
二
傍
人
一
。
四

年
為
二
尾
張
権
介
一
、六
年
遷
為
二
美
濃
権
介
一
、
不
レ
之
レ
官
。
嘉
祥
二
年
為
二
越
後
守
一
。
峯
嗣
侍
二
淳
和
院
一
、
奉
二
太
后
御
薬
湯
方
之

事
一
。
由
レ
是
遷
為
二
播
磨
介
一
。
以
レ
近
レ
都
亦
優
二
其
身
一
也
。
仁
寿
元
年
加
二
従
五
位
上
一
、
天
安
二
年
為
二
典
薬
頭
一
、
貞
観
五
年
自

謝
二
年
老
一
出
為
二
摂
津
権
守
一
、
退
二
居
豊
嶋
郡
山
庄
一
、
灌
レ
薬
養
レ
性
、
不
レ
交
二
流
俗
一
。
十
年
改
二
出
雲
姓
一
、
為
二
菅
原
一
。
以
二
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土
師
・
出
雲
同
祖
一
也
。
卒
時
年
七
十
八
。
峯
嗣
不
レ
墜
二
家
名
一
、
処
治
必
効
。
嘗
奉
レ
勅
、
与
二
諸
名
医
共
撰
二
定
金
蘭
方
一
。
又
針

艾
之
所
レ
加
、
多
二
方
注
之
外
一
、
後
進
之
備
、
至
レ
今
称
レ
妙
焉
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
峯
嗣
は
医
師
に
長
じ
た
出
雲
朝
臣
広
貞
の
子
で
あ
り
、
淳
和
が
皇
太
子
の
時
代
、
東
宮
に
奉
仕
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
れ
か
ら
「
家
業
」
を
継
ぐ
た
め
初
の
医
得
業
生
）
20
（

と
な
り
、
医
官
を
歴
任
す
る
こ
と
と
な
る
。
医
官
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

も
淳
和
と
の
関
係
は
深
く
、「
在
藩
の
旧
い
に
し
へ
」
を
思
っ
た
淳
和
太
上
天
皇
に
よ
っ
て
侍
医
に
抜
擢
さ
れ
、「
寵
遇
優
渥
」
を
う
け
て
い

る
。
ま
た
、
淳
和
の
死
後
も
淳
和
院
へ
の
奉
仕
を
背
景
と
し
て
播
磨
介
に
任
官
さ
れ
る
な
ど
、
淳
和
院
と
の
密
接
な
関
係
は
続
い
た
。
そ

し
て
貞
観
十
年
（
八
六
八
）、
土
師
氏
と
同
祖
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
菅
原
へ
改
姓
し
、
貞
観
十
二
年
に
七
八
歳
で
卒
す
る
こ
と
と
な

る
。
医
療
技
術
に
定
評
が
あ
り
、『
金
蘭
方
』
の
撰
定
に
従
事
し
た
ほ
か
、
針しん
が
い艾
に
関
し
て
は
医
書
に
書
か
れ
て
い
な
い
技
術
を
有
し
て

い
た
点
も
特
筆
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
改
姓
の
意
義

　

峯
嗣
が
菅
原
に
改
姓
し
た
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
峯
嗣
が
叙
爵
（
内

階
コ
ー
ス
）
の
時
点
で
は
出
雲
宿
祢
姓
）
2１
（

だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
峯
嗣
に
よ
る
菅
原
へ
の
改
姓
は
、
古
人
流
と
は
異
な

り
、
内
五
位
へ
の
昇
進
を
可
能
と
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
注
目
し
た
い
の
は
、
峯
嗣
に
よ
る
菅
原
へ
の
改

姓
が
、
官
歴
の
終
盤
、
そ
れ
も
死
去
の
二
年
前
に
実
施
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
結
果
的
に
み
れ
ば
、
峯
嗣
の
菅
原
改
姓
は
、
後
の
昇
進

と
は
無
関
係
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
医
療
官
人
が
官
歴
の
終
盤
で
改
姓
を
お
こ
な
う
例
は
い
く
つ
か
類
例
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
内
薬
正
や
侍
医
な
ど
の
医
官
を
歴
任
し
た
物
部
広
泉
は
、
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
に
従
五
位
上
で
物
部
首
か
ら
物
部
朝
臣
に

改
姓
し
）
22
（

、
約
六
年
後
の
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
に
「
正
五
位
下
行
内
薬
正
兼
侍
医
参
河
権
守
」
で
卒
し
て
い
る
）
23
（

。
同
じ
く
侍
医
や
内
薬
正
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な
ど
の
医
官
を
歴
任
し
た
大
神
虎
主
も
、
斉
衡
元
年
に
外
従
五
位
下
で
神
直
か
ら
大
神
朝
臣
に
改
姓
し
）
2４
（

、
貞
観
二
年
に
「
従
五
位
下
行
内

薬
正
」
で
卒
し
て
い
る
）
25
（

。
特
に
虎
主
の
場
合
、
卒
伝
に
は
「
名
を
成
す
の
後
」
に
改
姓
し
た
と
あ
り
、
医
官
と
し
て
の
活
躍
を
背
景
に
大

神
朝
臣
に
改
姓
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
峯
嗣
の
場
合
も
同
様
に
、
医
官
と
し
て
の
活
躍
を
背
景
と
し
て
菅
原
に
改
姓
し
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
特
に
、
峯
嗣
と
淳
和
院
と
の
密
接
な
関
係
性
を
踏
ま
え
る
と
、
侍
医
と
し
て
の
淳
和
院
へ
の
奉
仕
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
菅

原
が
賜
姓
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
３
）
菅
原
姓
を
選
択
し
た
理
由

　

次
に
、
峯
嗣
が
新
た
に
得
た
姓
が
な
ぜ
菅
原
だ
っ
た
の
か
考
を
え
て
み
た
い
。
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
既
存
の
姓
に
改
姓
す
る

場
合
、
そ
の
姓
を
も
つ
氏
族
と
の
同
祖
関
係
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
峯
嗣
の
卒
伝
で
は
、
土
師
・
出
雲
の

両
氏
が
同
祖
関
係
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
出
雲
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
峯
嗣
は
、
土
師
氏
と
同
祖
関
係
が
あ
る
と
主
張

し
、
そ
れ
が
国
家
的
に
認
め
ら
れ
た
た
め
、
菅
原
に
改
姓
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
出
雲
氏
と
土
師
氏
が
同
祖
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
例
え
ば
次
の
史
料
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
史
料
5
】『
日
本
書
紀
』
神
代
上
、
第
六
段
本
文

次
天
穂
日
命
。〈
是
出
雲
臣
・
土
師
連
等
祖
也
。〉

　

右
に
よ
れ
ば
、
出
雲
臣
・
土
師
連
の
両
氏
は
い
ず
れ
も
天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
天
穂
日
命
を
介
し
て
出
雲
臣

氏
と
土
師
系
諸
氏
の
系
譜
が
接
続
す
る
構
造
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
い
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
留
意
し
た
い
の
は
、
出
雲
臣

氏
の
系
譜
は
明
ら
か
な
も
の
の
、
峯
嗣
の
属
し
て
い
る
出
雲
氏
が
連
姓
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
出
雲
臣
氏
と
出
雲
連
氏
の
関
係
は

判
然
と
せ
ず
、
出
雲
連
氏
が
い
か
な
る
系
譜
を
も
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
峯
嗣
が
土
師
氏
と
同
祖
で
あ
る
と
さ
れ
て
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い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
連
姓
の
出
雲
氏
も
臣
姓
の
出
雲
氏
と
同
様
、
天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
主
張
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
有
す
る
氏
族
の
う
ち
、
最
も
有
力
と
い
え
る
の
が
土
師
系
諸
氏
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先
述
の
よ
う

に
、
大
枝
に
改
姓
で
き
る
の
は
「
毛
受
腹
」
の
土
師
氏
の
み
で
あ
り
、
秋
篠
氏
は
安
人
の
死
後
に
衰
退
す
る
。
し
た
が
っ
て
菅
原
姓
は
、

天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
も
つ
既
存
の
氏
族
の
姓
の
う
ち
、
最
も
政
治
的
訴
求
力
が
高
い
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
先
述
の
よ
う
に
峯
嗣
に
よ
る
菅
原
へ
の
改
姓
は
官
歴
の
終
盤
で
あ
り
、
昇
進
の
途
を
拓
く
よ
う
な
意
味
合
い

は
見
出
し
が
た
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
菅
原
へ
の
改
姓
に
実
質
的
な
メ
リ
ッ
ト
は
な
く
、
名
誉
的
賜
姓
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ

た
と
い
え
る
。

２
．
梶
吉
・
梶
成

（
１
）
出
身
氏
族

　

峯
嗣
と
同
様
に
医
官
を
務
め
た
菅
原
氏
の
人
物
と
し
て
、
梶
吉
・
梶
成
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
2
）。
梶
吉
・
梶
成
は
史
料
上

の
初
見
か
ら
菅
原
姓
で
あ
り
、
菅
原
に
改
姓
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
先
述
の
よ
う
に
梶
吉
が
天
長
八
年
の
初

見
史
料
で
は
宿
祢
姓
だ
っ
た
の
に
対
し
、
土
師
氏
の
「
三
腹
」
か
ら
菅
原
氏
に
な
っ
た
も
の
た
ち
が
当
初
か
ら
朝
臣
姓
だ
っ
た
点
を
勘
案

す
れ
ば
、
梶
吉
・
梶
成
は
土
師
氏
の
「
三
腹
」
以
外
か
ら
改
姓
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
梶
吉
・
梶
成
が
朝
臣
姓
を
得
た
後
も
外
階
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
表
3
─

⑥
⑪
）。
こ
の
こ
と
は
、
梶
吉
・
梶
成
が
古
人
流
と
は
異
な
る
、
傍
流
の
菅
原
氏
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
理
由
で
一
応
の
説
明
は
で
き

る
。
た
だ
し
、〈
古
人
流
＝
内
階
コ
ー
ス
〉、〈
そ
の
他
の
傍
流
＝
外
階
コ
ー
ス
〉
と
い
う
単
純
な
区
分
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
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で
注
意
し
た
い
の
は
、
豊
道
が
宿
祢
姓
で
も
内
階
コ
ー
ス
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
表
3
─
⑨
）。
豊
道
は
土
師
連
か
ら
菅
原
宿
祢
に
改
姓

し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
日
置
首
か
ら
菅
原
朝
臣
に
改
姓
し
た
永
津
は
、
朝
臣
姓
で
あ
り
な
が
ら
外
階
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
菅
原
氏
の
場
合
は
宿
祢
姓
か
朝
臣
姓
か
と
い
う
区
分
で
は
な
く
、
土
師
氏
か
ら
改
姓
し
た
も
の
は
内
階
コ
ー
ス
、
他
氏
か
ら

改
姓
し
た
も
の
は
外
階
コ
ー
ス
と
い
う
差
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
菅
原
姓
を
有
し
な
が
ら
外
階

コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
梶
吉
・
梶
成
は
、
土
師
氏
以
外
か
ら
改
姓
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

　

梶
吉
・
梶
成
が
土
師
氏
以
外
か
ら
菅
原
に
改
姓
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
従
前
は
い
か
な
る
氏
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考

え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
梶
吉
・
梶
成
の
特
徴
を
確
認
し
た
い
。
両
者
に
共
通
す
る
点
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
医
官
を
務
め
て
い
る
こ

と
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
梶
吉
は
侍
医
を
務
め
て
お
り
、
梶
成
は
鍼
博
士
や
侍
医
を
歴
任
し
て
い
る
。
梶
成
が
遣
唐
使
の
一
員
と

し
て
入
唐
し
た
の
も
、
医
経
に
関
す
る
疑
義
を
請
問
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
梶
吉
・
梶
成
は
同
時
に
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

名
前
に
「
梶
」
の
字
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
か
な
り
近
し
い
親
族
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
承
和
元
年
（
八
三
四
）
の

時
点
で
梶
吉
が
外
従
五
位
下
、
梶
成
が
大
初
位
下
と
い
う
位
階
の
離
れ
方
か
ら
す
る
と
、
父
子
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
の
両
者

が
い
ず
れ
も
医
官
を
務
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
族
の
間
で
医
術
が
伝
習
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

医
官
を
務
め
た
菅
原
姓
の
人
物
と
し
て
は
、
先
に
検
討
し
た
峯
嗣
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
峯
嗣
は
出
雲
氏
か
ら
菅
原
へ
改
姓
し
て

お
り
、「
家
業
」
を
継
ぐ
た
め
に
医
得
業
生
と
な
り
、
そ
の
後
、
医
官
を
歴
任
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
峯
嗣
の
卒
伝
か
ら
、
出
雲
氏
が
医

術
を
「
家
業
」
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
医
官
を
務
め
た
出
雲
氏
の
人
物
が
他
に
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
峯

嗣
の
父
で
あ
る
広
貞
は
、
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）、
御
薬
を
も
っ
て
昼
夜
怠
ら
ず
桓
武
に
供
奉
し
た
と
す
る
記
事
）
2６
（

が
初
見
で
あ
る
。

大
同
三
年
（
八
〇
八
）
に
は
『
大
同
類
聚
方
』
を
撰
し
て
お
り
）
27
（

、
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
に
宿
祢
に
改
姓
し
て
い
る
）
28
（

。
同
じ
く
連
・
宿
祢

姓
を
も
つ
出
雲
氏
の
医
療
官
人
と
し
て
は
、
天
長
十
年
（
八
三
三
）
に
左
衛
門
医
師
と
し
て
み
え
る
永
嗣
が
い
る
）
2９
（

。
一
方
、
カ
バ
ネ
を
異
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に
す
る
た
め
広
貞
─
峯
嗣
と
は
別
系
統
と
み
ら
れ
る
が
、
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
に
典
薬
少
属
と
し
て
み
え
る
出
雲
臣
刀
子
）
30
（

や
、
延
暦

三
年
（
七
八
四
）
に
侍
医
と
な
っ
て
い
る
出
雲
臣
嶋
成
）
3１
（

な
ど
、
臣
姓
の
出
雲
氏
も
医
官
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
医
官
を
出
し
た
出
雲
氏
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
出
雲
氏
、
特
に
広
貞
の
系
統
は
、
梶
吉
・
梶
成
と
共
通
点
が
い
く

つ
か
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
出
雲
氏
と
梶
吉
・
梶
成
は
い
ず
れ
も
医
術
を
一
族
で
伝
習
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
出
雲
（
特
に
連
）
氏

は
複
数
の
医
官
を
輩
出
し
て
お
り
、
九
世
紀
前
半
に
は
そ
れ
を
「
家
業
」
と
し
て
い
た
。
一
方
で
、
梶
吉
・
梶
成
も
近
い
親
族
の
間
で
医

術
を
伝
習
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
出
雲
氏
と
梶
吉
・
梶
成
の
い
ず
れ
も
、
摂
津
国
に
本
貫
地
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
梶
吉
・
梶
成
は
天
長
十
年
に
摂
津
国
か

ら
右
京
に
移
貫
さ
れ
て
お
り
（
表
2
─
②
）、
も
と
の
本
貫
地
が
摂
津
国
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、
広
貞
は
延
暦
二
十
四
年

十
一
月
に
摂
津
国
か
ら
左
京
に
移
貫
さ
れ
て
お
り
）
32
（

、
医
官
を
出
し
た
出
雲
連
氏
の
本
貫
地
が
摂
津
国
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
峯
嗣
は
晩
年
に
摂
津
権
守
と
な
り
、
豊
嶋
郡
山
庄
に
退
居
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
京
貫
以
前
か
ら
の
拠
点
が
摂
津
国
豊
嶋
郡
に

あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
天
長
十
年
に
は
摂
津
国
豊
嶋
・
河
辺
両
郡
の
出
雲
連
氏
二
十
二
人
に
宿
祢
姓
が
賜
与
さ
れ
て
お
り
、
出

雲
連
氏
の
拠
点
が
こ
の
地
域
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
33
（

。

　

第
三
に
、
出
雲
氏
と
梶
吉
・
梶
成
が
い
ず
れ
も
外
階
コ
ー
ス
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
出
雲
氏
か
ら
五
位
に
昇
叙
し
た
例
は
多
く
な
い

が
、
広
貞
は
外
五
位
を
経
て
内
五
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
）
3４
（

。
ま
た
臣
姓
で
は
あ
る
が
、
侍
医
と
な
っ
た
出
雲
臣
嶋
成
も
外
従
五
位
下
と
し
て

み
え
る
）
35
（

。
一
方
、
梶
吉
・
梶
成
も
外
五
位
に
叙
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
峯
嗣
は
外
五
位
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は

初
の
医
得
業
生
と
な
っ
た
個
人
的
な
資
質
や
、
淳
和
と
の
特
別
な
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
出
自
で
あ
る
出
雲
氏
が
外
階
コ
ー
ス

だ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
出
雲
氏
と
梶
吉
・
梶
成
は
、
①
一
族
で
医
術
を
伝
習
し
て
お
り
、
②
摂
津
国
に
本
貫
地
が
あ
り
、
③
外
階
コ
ー
ス
で
あ
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る
、
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
出
雲
氏
の
出
身
で
あ
る
峯
嗣
が
、
菅
原
に
改
姓
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
総
合
す
る
と
、
梶
吉
・
梶
成
は
出
雲
氏
か
ら
改
姓
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

な
お
菅
原
に
改
姓
可
能
な
氏
族
は
、
同
氏
と
の
同
祖
関
係
が
認
め
ら
れ
る
（
＝
天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
）
氏
族
で
あ
る
が
、『
新

撰
姓
氏
録
』
に
み
え
る
摂
津
国
の
天
穂
日
命
の
後
裔
氏
族
は
、
土
師
連
・
凡
河
内
忌
寸
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
土
師
氏
は
医
官
を
輩
出
し

た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
消
去
法
的
に
み
て
も
、
梶
吉
・
梶
成
が
土
師
氏
か
ら
改
姓
し
た
可
能
性
は
低
く
、
出
雲
氏
か
ら

改
姓
し
た
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
改
姓
の
意
義
・
背
景

　

こ
こ
ま
で
、
梶
吉
・
梶
成
が
出
雲
氏
か
ら
改
姓
し
た
可
能
性
を
考
察
し
て
き
た
。
次
に
、
梶
吉
・
梶
成
が
菅
原
朝
臣
に
改
姓
し
た
意
義

や
そ
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
彼
ら
が
菅
原
に
改
姓
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
そ
の
意
義
や
背
景
に
つ
い
て
も
不
明
瞭
の

部
分
が
多
い
。
そ
こ
で
、
賜
姓
記
事
が
遺
る
朝
臣
へ
の
改
賜
姓
を
中
心
に
検
討
し
て
み
る
。

　

ま
ず
位
階
と
の
関
係
か
ら
、
朝
臣
賜
姓
の
意
義
・
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
と
き
、
梶
吉
は
外
従
五
位
下
、
梶
成

は
大
初
位
下
で
あ
っ
た
。
ま
た
梶
吉
は
朝
臣
賜
姓
の
約
十
一
年
後
に
入
内
し
て
い
る
が
、
賜
姓
直
後
に
入
内
し
た
道
長
の
場
合
と
比
べ
て

期
間
が
空
い
て
お
り
、
直
接
的
な
因
果
関
係
は
認
め
が
た
い
。
さ
ら
に
梶
成
は
、
朝
臣
賜
姓
後
も
外
階
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
梶
吉
・
梶
成
へ
の
朝
臣
賜
姓
は
昇
進
と
直
結
し
た
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
名
誉
的
賜
姓
の
側
面
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

次
に
官
職
面
か
ら
、
梶
吉
・
梶
成
ら
へ
の
朝
臣
賜
姓
の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
賜
姓
と
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
る
の
は
、
遣

唐
使
へ
の
任
命
で
あ
ろ
う
。
承
和
の
遣
唐
使
は
、
実
際
に
唐
へ
派
遣
さ
れ
た
最
後
の
遣
唐
使
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
任
命
は
承
和
元
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年
正
月
十
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
梶
吉
は
承
和
の
遣
唐
使
で
知
乗
船
事
（
第
二
船
）
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
（
表
2
─
④
ほ
か
）。

　

Ｅ
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
承
和
の
遣
唐
使
に
対
す
る
渡
航
前
の
改
賜
姓
・
移
貫
に
注
目
し
、
そ
れ
が
遣
唐
使
に
与
え
ら
れ
た
恩
恵

だ
っ
た
と
み
た
）
3６
（

。
そ
れ
に
対
し
て
佐
伯
有
清
は
、
梶
吉
ら
の
右
京
へ
の
移
貫
が
朝
臣
の
賜
姓
よ
り
も
九
箇
月
前
で
、
梶
成
の
遣
唐
知
乗
船

事
任
命
以
前
に
あ
た
る
こ
と
に
着
目
し
、
朝
臣
賜
姓
は
右
京
へ
の
移
貫
（
表
2
─
②
）
と
同
時
に
申
請
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
遣
唐

知
乗
船
事
の
梶
成
へ
の
「
恩
恵
」
だ
け
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
天
長
末
年
か
ら
諸

氏
族
の
あ
い
だ
で
の
賜
姓
・
移
貫
を
熱
望
す
る
動
き
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
）
37
（

。
佐
伯
が
説
く
よ
う
に
、
承
和
初
年
に

お
け
る
改
賜
姓
を
め
ぐ
っ
て
は
、
改
姓
を
望
む
氏
族
側
の
動
向
を
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
動
き
は
必
ず
し
も

天
長
末
年
頃
か
ら
俄
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
讃
岐
国
の
因
支
首
氏
が
和
気
公
に
改
姓
し
た
際
の
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
二
月
十
六
日
「
讃
岐
国
司
解
）
38
（

」
に
よ
れ
ば
、
大

同
二
年
（
八
○
七
）
三
月
二
十
三
日
、
改
姓
を
希
望
す
る
氏
族
は
年
内
に
そ
の
旨
を
申
請
す
る
よ
う
求
め
る
太
政
官
符
が
出
さ
れ
て
お

り
、
因
支
首
氏
は
そ
れ
に
応
じ
る
形
で
改
姓
を
申
請
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
諸
氏
族
に
よ
る
改
姓
を
求
め
る
動
き
は

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
編
纂
に
至
る
流
れ
の
な
か
、
特
に
改
姓
希
望
者
に
年
内
の
申
請
を
求
め
た
大
同
二
年
の
命
令
を
契
機
に
高
ま
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
天
長
末
年
の
改
賜
姓
増
加
は
、
改
姓
を
熱
望
す
る
動
き
の
高
ま
り
と
い
う
よ
り
も
、
認
可
の
大
幅
な
増
加

を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
遣
唐
使
へ
の
任
命
は
、
そ
う
し
た
認
可
が
お
こ
な
わ
れ
た
契
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
、
梶
成
へ
の
朝
臣
賜
姓
が
遣
唐
使
の
任
命
と
関
係
し
て
い
る
と
し
て
も
、
梶
吉
の
場
合
は
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
こ

で
次
に
、
梶
吉
・
梶
成
へ
の
朝
臣
賜
姓
と
医
官
を
務
め
た
こ
と
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
梶
吉
・
梶
成
は
い
ず
れ
も
医
官
を
務

め
た
人
物
で
あ
り
、
特
に
両
者
と
も
侍
医
を
務
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。
侍
医
を
務
め
た
人
物
の
改
姓
は
他
に
も
い
く
つ
か
例
が
あ
る
が
、
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官
歴
に
お
け
る
改
姓
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
先
に
も
触
れ
た
物
部
広
泉
や
大

神
虎
主
、
菅
原
峯
嗣
の
よ
う
に
、
官
歴
の
終
盤
に
賜
姓
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
侍
医
な
ど
の
医
官
と
し
て
の
奉
仕
に
対
す

る
褒
賞
と
し
て
の
名
誉
的
賜
姓
の
意
味
合
い
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
官
歴
の
比
較
的
初
期
に
賜
姓
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
斉

衡
三
年
（
八
五
六
）、
侍
医
正
六
位
上
で
あ
っ
た
門
部
連
名
継
が
興
道
宿
祢
に
改
姓
し
た
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
）
3９
（

。
こ
れ
は
後
の
昇

進
を
意
図
し
、
侍
医
の
地
位
を
梃
子
に
改
姓
に
預
か
っ
た
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

梶
吉
の
場
合
、
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
た
の
は
五
位
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
賜
姓
の
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
す
る
と
、
侍
医
な

ど
の
医
官
と
し
て
の
奉
仕
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
賜
姓
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
に
近
い
と
い
え
る
。
ま
た
梶
成
が
渡
唐
し
た
理
由
は
、
医
経
に

明
達
で
あ
り
、
そ
の
疑
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
（
卒
伝
）。
梶
吉
は
梶
成
よ
り
年
長
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
梶
成
が
知
乗
船
事

に
任
命
さ
れ
た
時
点
で
既
に
医
療
に
習
熟
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
梶
吉
・
梶
成
と
も
に
、
朝
臣
賜
姓
時
の
承
和
元
年
に
は
既
に

医
術
に
通
じ
て
お
り
、
医
官
を
務
め
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
）
４0
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
梶
吉
・
梶
成
へ
の
朝
臣
賜
姓
は
、
医
官
を
務
め
た
梶
吉
へ
の
褒
賞
お
よ
び
知
乗
船
事
に
任
じ
ら
れ
た
梶
成
へ
の
恩

典
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
考
察
結
果
を
も
と
に
、
菅
原
へ
の
改
姓
事
情
に
つ
い
て
も
類
推
し
て
み
た

い
。

　

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
延
暦
九
年
頃
に
土
師
氏
が
菅
原
朝
臣
・
秋
篠
朝
臣
と
な
っ
た
際
、
梶
吉
・
梶
成
ら
が
改
姓
範
囲
に
含

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
梶
吉
ら
は
こ
の
時
、
菅
原
宿
祢
姓
に
留
ま
っ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
菅
原
宿
祢
に
改
姓
し
た

時
期
が
降
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、
梶
吉
・
梶
成
は
そ
も
そ
も
土
師
氏
で
は
な
く
、
出
雲
氏
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
ま
た
留
意
さ
れ
る
の
は
、
朝
臣
の
賜
姓
範
囲
が
梶
吉
・
梶
成
の
二
人
に
留
ま
る
点
で
あ
る
。
梶
吉
を
中
心
と
し
て
菅
原
に
改
姓

し
た
範
囲
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
朝
臣
賜
姓
の
範
囲
か
ら
類
推
す
る
と
、
菅
原
へ
改
姓
し
た
の
も
梶
吉
を
中
心
と
す
る
ご
く
限
ら
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れ
た
人
数
の
み
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
朝
臣
賜
姓
の
事
情
か
ら
類
推
す
る
と
、
菅
原
賜
姓
に
つ
い
て
も
天
長
八
年
以
前
に

医
官
を
務
め
た
出
雲
氏
出
身
の
梶
吉
ら
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
梶
吉
は
天
長
八
年
ま

で
正
六
位
上
で
あ
り
、
侍
医
の
官
位
相
当
は
正
六
位
下
で
あ
っ
た
か
ら
、
官
位
の
状
況
に
矛
盾
は
な
い
。
梶
吉
ら
が
菅
原
に
改
姓
し
た
記

事
が
み
え
な
い
の
は
、『
日
本
後
紀
』
の
欠
失
と
関
わ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

ち
な
み
に
同
じ
医
官
を
輩
出
し
た
出
雲
氏
で
も
、
広
貞
は
菅
原
に
改
姓
し
た
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
広
貞
が
改
姓
を
望
ん
で

い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
活
躍
し
た
時
期
が
違
う
点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
史
料
上
で
広
貞
の
活
躍
が
確

認
で
き
る
の
は
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
が
最
後
で
あ
る
が
、
改
姓
認
可
は
天
長
末
年
頃
に
顕
著
に
確
認
さ
れ
る
。『
日
本
後
紀
』
の
欠

失
を
考
慮
す
る
と
、
こ
う
し
た
改
姓
認
可
の
増
加
は
天
長
十
年
を
や
や
遡
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
梶
吉
は
こ
の
時
期
に
侍
医
と
し
て
活
躍

し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
菅
原
へ
の
改
姓
を
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
菅
原
へ
改
姓
し
な
か
っ
た
広
貞
と
改
姓
し
た
梶
成
の
違
い
は
、
ひ

と
ま
ず
こ
う
し
た
時
期
差
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
日
置
氏
か
ら
の
改
姓

１
．
系
譜
の
仮
冒

（
１
）
仮
冒
の
有
無

　

九
世
紀
後
半
に
は
、
日
置
氏
に
対
す
る
菅
原
朝
臣
の
賜
姓
が
三
例
確
認
で
き
る
。
も
と
も
と
菅
原
氏
は
土
師
氏
が
改
姓
し
て
成
立
し
た

氏
で
あ
っ
た
が
、
前
章
で
の
考
察
に
よ
る
と
九
世
紀
前
半
に
は
出
雲
氏
か
ら
菅
原
に
改
姓
す
る
事
例
も
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
し
て
九
世
紀
後

半
に
は
、
日
置
氏
も
菅
原
に
改
姓
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
置
氏
へ
の
菅
原
朝
臣
賜
姓
を
め
ぐ
っ
て
、
喜
田
新
六
は
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「
恐
ら
く
貞
観
年
間
に
、
菅
原
朝
臣
を
賜
わ
っ
た
臣
・
造
・
首
の
姓
を
有
す
る
日
置
氏
の
人
々
は
、
改
姓
を
願
え
る
地
位
に
達
し
た
の
で
、

当
時
一
般
に
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
虚
偽
の
過
去
を
申
し
立
て
て
、
そ
れ
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
）
４１
（

。
し
か
し
日
置
氏
に
対
す
る

菅
原
朝
臣
賜
姓
は
、
三
件
と
も
系
譜
の
仮
冒
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
仮
冒
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

が
な
ぜ
国
家
的
に
認
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
も
問
題
と
な
ろ
う
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
加
え
、
日
置
氏
が
菅
原
朝
臣
に
改
姓
し
た

こ
と
の
意
義
や
そ
の
背
景
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。

　

ま
ず
は
、
日
置
氏
に
よ
る
菅
原
へ
の
改
姓
三
件
が
い
ず
れ
も
系
譜
の
仮
冒
に
よ
る
も
の
か
検
討
す
る
。
対
象
と
な
る
改
姓
記
事
に
は
い

ず
れ
も
、
改
姓
の
根
拠
と
な
る
系
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
【
史
料
６
】『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
閏
三
月
十
七
日
壬
戌
条
（
表
１
─
⑬
）

左
京
人
木
工
少
属
従
七
位
上
日
置
臣
岡
成
賜
二
姓
菅
原
朝
臣
一
。
其
先
与
二
土
師
宿
祢
等
一
同
祖
也
。

　
【
史
料
7
】『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
十
一
月
二
十
日
乙
卯
条
（
表
１
─
⑮
）

太
政
大
臣
家
少
従
正
六
位
下
日
置
造
久
米
麿
賜
二
姓
名
菅
原
朝
臣
業
利
一
。
二
品
式
部
卿
忠
良
親
王
家
令
正
六
位
上
土
師
宿
祢
益

雄
・
掃
部
権
大
属
従
六
位
下
土
師
宿
祢
諸
澄
・
伊
勢
権
少
目
正
六
位
上
土
師
宿
祢
豊
雄
等
、
賜
二
姓
菅
原
朝
臣
一
。
並
阿
陀
宿
祢
之

後
也
。

　
【
史
料
8
】『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
十
二
月
二
十
五
日
辛
卯
条
（
表
１
─
⑰
）

紀
伊
国
那
賀
郡
人
右
大
臣
家
令
兼
主
殿
権
允
日
置
首
永
津
・
弟
掃
部
少
属
正
八
位
下
日
置
首
今
津
、
賜
二
姓
菅
原
朝
臣
一
。
天
穂
日

命
之
後
、
与
二
大
江
・
菅
原
・
秋
篠
朝
臣
一
同
祖
也
。

　

史
料
６
は
、
左
京
人
木
工
少
属
従
七
位
上
日
置
臣
岡
成
に
菅
原
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
改
姓
の
根
拠
と
し
て
は
、

そ
の
祖
先
が
土
師
宿
祢
ら
と
同
祖
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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史
料
7
は
、
太
政
大
臣
（
藤
原
良
房
）
家
少
従
正
六
位
下
日
置
造
久
米
麿
に
「
菅
原
朝
臣
業
利
」
の
姓
名
が
賜
与
さ
れ
、
忠
良
親
王
家

令
正
六
位
上
土
師
宿
祢
益
雄
・
掃
部
権
大
属
従
六
位
下
土
師
宿
祢
諸
澄
・
伊
勢
権
少
目
正
六
位
上
土
師
宿
祢
豊
雄
ら
に
菅
原
朝
臣
が
賜
姓

さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
改
姓
に
預
か
っ
た
者
た
ち
が
「
阿
陀
宿
祢
」
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
阿

陀
宿
祢
」
は
、『
国
造
北
島
氏
系
譜
）
４2
（

』
に
み
え
る
「
阿
多
命
」
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
４3
（

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
日
置
造
久
米
麿

ら
は
出
雲
氏
と
同
様
、
天
穂
日
命
に
連
な
る
系
譜
を
称
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
天
穂
日
命
は
土
師
氏
の
「
祖
」
と
も
さ
れ
る
の
で
（
前

掲
史
料
5
な
ど
）、
つ
ま
る
と
こ
ろ
土
師
氏
や
菅
原
氏
と
同
祖
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
菅
原
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

史
料
8
は
、
紀
伊
国
那
賀
郡
人
右
大
臣
（
藤
原
基
経
）
家
令
兼
主
殿
権
允
で
あ
っ
た
日
置
首
永
津
と
、
弟
の
掃
部
少
属
正
八
位
下
日
置

首
今
津
に
菅
原
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
彼
ら
が
天
穂
日
命
の
後
裔
で
あ
り
、
大
江
・
菅
原
・
秋

篠
朝
臣
と
同
祖
で
あ
る
こ
と
が
み
え
る
。

　

以
上
、
日
置
氏
へ
の
菅
原
朝
臣
賜
姓
に
つ
い
て
、
改
姓
の
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
系
譜
を
確
認
し
て
き
た
。
い
ず
れ
も
表
現
は
異
な

る
が
、
菅
原
氏
と
同
祖
関
係
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
に
は
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
日
置
氏
の
側
（
史
料
7
の
場
合
は
土
師
氏
も

含
む
）
が
根
拠
と
な
る
系
譜
（
本
系
帳
）
を
提
示
し
て
菅
原
朝
臣
へ
の
改
姓
を
申
請
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
形
で
賜
姓
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
系
譜
が
仮
冒
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
っ
て
日
置

氏
の
系
譜
を
確
認
す
る
と
、
応
神
天
皇
を
「
祖
」
と
す
る
日
置
朝
臣
氏
（
右
京
皇
別
下
）、
天
櫛
玉
命
を
「
祖
」
と
す
る
日
置
部
氏
（
未

定
雑
姓
和
泉
国
）
の
他
は
、
す
べ
て
伊
利
須
使
主
を
「
祖
」
と
す
る
高
句
麗
渡
来
系
の
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
）
４４
（

。
つ
ま
り

『
新
撰
姓
氏
録
』
に
み
え
る
日
置
氏
に
は
複
数
の
系
統
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
菅
原
氏
と
同
祖
関
係
に
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
日
置
氏
の
菅
原
改
姓
に
際
し
て
主
張
さ
れ
た
系
譜
が
い
ず
れ
も
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
断
定
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で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
臣
姓
の
日
置
氏
が
主
張

し
た
系
譜
に
つ
い
て
は
、
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
な

か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

臣
姓
の
日
置
氏
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
記
載
が

な
い
。
他
に
も
日
置
臣
氏
が
有
し
て
い
た
系
譜
を

示
す
史
料
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
状
況
証
拠
か

ら
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
臣
の
カ
バ
ネ
を
も
つ
日

置
氏
の
分
布
が
、
都
以
外
は
出
雲
国
に
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
（
表
４
）。
出
雲
国
に
は
額
田

部
・
建
部
・
日
置
部
・
鳥
取
部
・
倭
文
部
・
刑
部

と
い
っ
た
ウ
ヂ
ナ
に
臣
の
カ
バ
ネ
を
も
つ
氏
族
が

み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
臣
の
カ
バ
ネ
を
有
す
る
伴

造
氏
族
に
つ
い
て
は
、
出
雲
臣
氏
の
同
族
だ
と
み

る
説
が
あ
る
）
４5
（

。
近
年
、
こ
の
説
は
平
石
充
に
よ
っ

て
再
検
討
さ
れ
て
お
り
、
①
出
雲
西
部
は
神
門
臣

が
部
を
管
掌
し
て
い
た
こ
と
、
②
出
雲
臣
─
某
部

臣
の
関
係
は
現
実
の
同
族
関
係
で
は
な
く
、
政
治

【表 ４】日置臣氏の分布

番号 国 郡 人名 備考 出典
① 出雲 意宇 日置臣志毘 欽明期の人物 『出雲国風土記』意宇郡条

② 出雲 出雲 日置部臣布
弥

旧大領。佐宜麻
呂の祖父 『出雲国風土記』出雲郡条

③ 出雲 出雲 日置部臣佐
宜麿 大領 『出雲国風土記』出雲郡条

④ 出雲 出雲 日置臣佐提
麻呂

大領。佐宜麻呂
と同一人物

天平 ６ 年「出雲国計会帳」（『大日
本古文書』１-６02／『正倉院文書』
正集三十）

⑤ 出雲 出雲 日置部臣市
嶋（ほか）

天平１１年「出雲国大税賑給歴名帳」
（『大日本古文書』2-208ほか／『正
倉院文書』正集三十一）

⑥ （出雲）（出雲） 日置臣鷹

青木遺跡の所在
地は出雲郡伊努
郷・美談郷のあ
たりに相当

島根県青木遺跡出土木簡（『木簡研
究』2６-１９６）

⑦ 出雲 神門 日置臣櫛手
売

天平１１年「出雲国大税賑給歴名帳」
（『大日本古文書』2-227／『正倉院
文書』正集三十一）

⑧ 出雲 神門 日置部臣麻
呂（ほか）

天平１１年「出雲国大税賑給歴名帳」
（『大日本古文書』2-22９ほか／『正
倉院文書』正集三十一）

⑨ 出雲 大原 日置臣 主政 『出雲国風土記』大原郡条
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従
属
関
係
が
基
本
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
４６
（

。
日
置
臣
氏
は
出
雲
国
の
東
西
両
方
に
分
布
し
て
い
る
が
、
平
石
の
指
摘
に
従
え

ば
、
東
部
の
も
の
は
出
雲
臣
氏
、
西
部
の
も
の
は
神
門
臣
氏
と
そ
れ
ぞ
れ
政
治
的
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
背
景
と
し
た
同
祖
関
係

を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
九
世
紀
代
の
系
譜
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
点
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
【
史
料
９
】『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
神
別
上

出
雲
臣
。
天
穂
日
命
十
二
世
孫
、
鵜
濡
渟
命
之
後
也
。 

神
門
臣
。
同
レ
上
。

　

九
世
紀
初
頭
に
編
纂
さ
れ
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
段
階
で
は
、
神
門
臣
氏
も
天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
有
し
て
お
り
、
出
雲

臣
氏
と
同
祖
関
係
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
門
臣
氏
と
結
び
つ
い
て
い
た
日
置
臣
氏
も
同
様
に
、
九
世
紀
初
頭
に
は
出
雲
臣
氏
と
の

同
祖
関
係
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
出
雲
国
東
西
の
日
置
臣
氏
は
出
雲
臣
氏
や
神
門
臣
氏
と
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に

結
び
つ
い
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
新
撰
姓
氏
録
』
段
階
で
は
出
雲
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
日
置
臣
氏
が
出
雲

臣
氏
と
の
同
祖
関
係
を
形
成
し
て
い
た
（
＝
天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
有
し
て
い
た
）
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
貞
観
八
年
に
菅
原
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
た
日
置
臣
氏
が
本
来
は
出
雲
国
を
拠
点
と
す
る
氏
族
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
遅
く
と

も
九
世
紀
前
半
ま
で
に
は
天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
、
す
な
わ
ち
「
土
師
宿
祢
等
と
同
祖
」
と
い
う
系
譜
を
有
し
て
お
り
、
改
姓

の
た
め
に
系
譜
を
操
作
（
仮
冒
）
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
置
臣
氏
は
、
系
譜
の
改
変
を
お
こ
な
わ
な
く
と
も
同
祖
関

係
が
主
張
で
き
、
か
つ
国
家
的
に
認
め
ら
れ
る
氏
族
の
姓
か
ら
菅
原
朝
臣
を
選
択
し
、
改
姓
を
申
請
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
日
置
臣
氏
が
菅
原
改
姓
に
あ
た
っ
て
主
張
し
た
系
譜
が
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
で
は
他
の
二

件
、
す
な
わ
ち
日
置
造
・
日
置
首
両
氏
が
主
張
し
た
系
譜
も
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
日
置
造
氏
の
分

布
を
確
認
す
る
と
、
都
以
外
は
紀
伊
国
那
（
加
）
郡
）
４7
（

と
山
城
国
周
辺
）
４8
（

に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
置
首
永
津
・
今
津
に
つ
い
て
は
紀
伊
国
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那
賀
郡
を
本
貫
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
8
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
菅
原
朝
臣
に
改
姓
し
た
日
置
造
・
日
置
首
両
氏
は
、
日

置
臣
氏
と
異
な
り
、
い
ず
れ
も
出
雲
国
あ
る
い
は
出
雲
氏
と
の
関
係
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
置
造
・
日
置
首

両
氏
が
称
し
た
天
穂
日
命
に
連
な
る
と
い
う
系
譜
、
す
な
わ
ち
菅
原
氏
と
の
同
祖
関
係
は
、
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
仮
冒
系
譜
認
定
の
背
景

　

日
置
造
・
日
置
首
両
氏
が
系
譜
を
仮
冒
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
国
家
的
に
認
め
ら
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
古
人
流
の
立
場
で
あ
る
。
熊
谷
公
男
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
忌
寸
以
上
の
カ
バ
ネ
を
も
つ
氏
の
系
譜
は
治

部
省
に
登
録
さ
れ
て
お
り
）
４９
（

、
諸
氏
が
新
た
に
同
祖
関
係
を
主
張
す
る
場
合
、
古
記
（
治
部
省
の
系
譜
）
に
抵
触
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し

か
っ
た
が
、
同
祖
関
係
が
古
記
で
確
認
で
き
な
く
と
も
、
本
宗
氏
の
本
系
で
確
認
で
き
る
場
合
や
、
本
宗
氏
の
了
承
が
あ
れ
ば
古
記
の
系

譜
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
）
50
（

。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
日
置
造
・
日
置
首
両
氏
の
主
張
し
た
系
譜
が
仮
冒
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、「
本
宗
氏
」
に
相
当
す
る
古
人
流
の
菅
原
氏
の
承
認
が
あ
れ
ば
国
家
的
に
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
改

姓
に
お
い
て
も
、
古
人
流
の
菅
原
氏
が
関
わ
っ
て
い
た
徴
証
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
仮
冒
し
た
系
譜
で
あ
り

な
が
ら
、
古
人
流
の
承
諾
な
し
に
国
家
的
な
認
定
を
受
け
た
可
能
性
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
を
検
討
す
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
点
に
注
目
し
た
い
。
第
一
は
、
一
連
の
日
置
氏
に
よ
る
菅
原
改
姓
の
う
ち
、
初
例
に
あ
た
る
日
置
臣

氏
の
改
姓
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
系
譜
が
仮
冒
で
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
置
臣
氏
に
よ
る
菅
原
朝
臣
へ
の
改
姓
が

先
例
と
な
り
、〈
日
置
氏
＝
天
穂
日
命
の
後
裔
〉
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
、
本
来
は
天
穂
日
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
も
た
な
い
日
置
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造
・
日
置
首
両
氏
が
天
穂
日
命
に
連
な
る
と
い
う
系
譜
を
仮
冒
し
て
も
、
根
拠
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
に
、
仮
冒
系
譜
に
も
と
づ
い
て
菅
原
に
改
姓
し
た
と
考
え
ら
れ
る
日
置
造
久
米
麿
・
日
置
首
永
津
が
そ
れ
ぞ
れ
、
藤
原
良
房
や
基

経
の
家
司
を
務
め
て
い
た
点
で
あ
る
。
彼
ら
が
改
姓
し
た
当
時
、
良
房
は
太
政
大
臣
、
基
経
は
摂
政
・
右
大
臣
で
あ
り
、
系
譜
の
認
定
を

お
こ
な
う
国
家
側
の
中
枢
に
あ
っ
た
。
久
米
麿
や
永
津
は
そ
れ
と
個
別
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
仮
冒
に

よ
る
系
譜
で
あ
っ
て
も
、
認
定
は
有
利
に
運
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
は
、
日
置
造
氏
に
対
す
る
菅
原
朝
臣
賜
姓
の
場
合
、
同
時
に
土
師
宿
祢
の
氏
人
に
も
賜
姓
が
及
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
土
師
宿
祢
氏
と
日
置
造
氏
が
合
同
で
本
系
帳
を
提
出
し
た
こ
と
を
示
す
。
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）、
諸
氏
に
本
系
帳
の
提
出
を
命

じ
た
勅
に
よ
る
と
、
貴
族
か
ら
分
か
れ
た
枝
流
の
場
合
は
、「
宗
中
の
長
者
」
の
署
が
必
要
で
あ
っ
た
）
5１
（

。
す
な
わ
ち
提
出
す
る
系
譜
の
正

当
性
を
、
同
祖
関
係
を
も
つ
氏
族
グ
ル
ー
プ
の
長
者
が
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
命
令
を
受
け
た
讃
岐

国
の
因
支
首
氏
は
、
伊
予
別
公
氏
と
と
も
に
「
同
宗
」
で
あ
る
由
を
記
し
て
翌
十
九
年
七
月
に
本
系
帳
を
提
出
し
て
い
る
（
貞
観
九
年
二

月
十
六
日
「
讃
岐
国
司
解
」）。
日
置
造
氏
の
場
合
、
土
師
宿
祢
氏
が
「
宗
中
の
長
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
天
穂
日
命
に
連
な
る
と
い
う
日
置
造
氏
が
主
張
し
た
系
譜
の
正
当
性
を
、
古
人
流
で
な
く
土
師
氏
が
担
保
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
日
置
造
・
日
置
首
両
氏
が
改
姓
の
際
に
主
張
し
た
仮
冒
系
譜
が
認
め
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
改
姓

に
あ
た
っ
て
、
古
人
流
の
菅
原
氏
が
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
古
人
流
を
介
さ
な
く
と
も
、
仮
冒
に
よ
る
系

譜
が
国
家
的
に
認
定
さ
れ
得
る
条
件
は
十
分
に
整
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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２
．
改
賜
姓
の
意
義
と
背
景

　

さ
て
、
日
置
氏
に
対
す
る
菅
原
朝
臣
賜
姓
は
、
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
は
じ
め
に
、「
日
置
」
の
ウ
ヂ
ナ
を
改
め
た

こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
留
意
す
べ
き
は
、
律
令
制
下
に
お
い
て
日
置
氏
が
主
殿
寮
殿
部
を
出
す
負
名
氏
だ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

　
【
史
料
１0
】『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
十
二
月
二
十
五
日
癸
亥
条

聴
下
主
殿
寮
殿
部
十
人
、
以
二
異
姓
一
入
レ
色
加
中
補
其
闕
上
。
先
レ
是
、
宮
内
省
言
、
主
殿
寮
申
請
、
検
二
職
員
令
一
、
殿
部
卌
人
、
以
二

日
置
・
子
部
・
車
持
・
笠
取
・
鴨
五
姓
人
一
為
レ
之
。
今
或
氏
挙
レ
家
絶
滅
、
或
氏
無
レ
心
二
直
寮
一
。
因
レ
茲
、
差
役
雑
事
、
常
煩
二
人

乏
一
。
為
レ
済
二
公
事
一
、
仮
補
二
異
姓
一
、
功
績
労
成
、
移
二
式
部
省
一
。
而
称
レ
不
レ
載
二
考
帳
一
、
常
事
二
勘
却
一
。
望
請
、
承
和
六
年

八
月
十
四
日
補
異
姓
白
丁
五
人
之
外
、
充
二
補
十
人
一
、
其
遺
廿
五
人
、
待
二
五
姓
人
一
、
以
補
レ
之
。
従
レ
之
。

　

右
に
よ
れ
ば
、
主
殿
寮
の
殿
部
四
十
人
は
日
置
・
子
部
・
車
持
・
笠
取
・
鴨
の
五
姓
の
人
か
ら
任
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
、
こ
れ
ら
五
姓
の
う
ち
、
あ
る
氏
は
「
家
を
挙
げ
て
絶
滅
」
し
、
あ
る
氏
は
「
直
寮
に
心

無
」
か
っ
た
、
つ
ま
り
職
務
を
忌
避
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
殿
部
の
負
名
氏
が
任
用
を
忌
避
す
る
な
か
、
日

置
氏
は
日
置
姓
を
棄
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
殿
寮
殿
部
の
負
名
氏
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
土
師

氏
が
喪
葬
の
職
務
か
ら
の
離
脱
を
図
っ
て
菅
原
な
ど
に
改
姓
し
た
点
と
類
似
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
九
世
紀
後
半
に
日
置
氏
が

主
殿
寮
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
永
津
が
主
殿
権
允
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
（
史
料
8
）。
た
だ
し
、
永
津
は
菅

原
朝
臣
賜
姓
後
も
主
殿
寮
の
官
人
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
主
殿
寮
と
の
関
わ
り
を
完
全
に
絶
つ
こ
と
を
意
図
し
て
改
姓
を

望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
改
姓
は
、
負
名
氏
と
し
て
の
制
約
を
取
り
除
く
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
。
日
置
氏
が
新
た
な
姓
と
し
て

菅
原
姓
を
選
択
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
土
師
（
延
暦
十
六
年
以
降
）・
秋
篠
・
出
雲
氏
に
よ
る
改
姓
事
例
と
同
様
に
、
同
祖
関
係
が
承
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認
さ
れ
得
る
氏
（
仮
冒
を
含
め
て
）
の
姓
か
ら
、
最
も
政
治
的
訴
求
力
の
高
い
菅
原
朝
臣
を
選
択
し
、
改
姓
を
申
請
し
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　

次
に
、
位
階
と
の
関
わ
り
か
ら
菅
原
朝
臣
賜
姓
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
日
置
氏
の
菅
原
改
姓
三
件
に
共
通
し
て
指

摘
で
き
る
の
は
、
位
階
が
六
位
以
下
の
時
点
で
菅
原
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
賜
姓
の
時
点
で
岡
成
は
従
七
位
上
、
久
米

麿
は
正
六
位
下
、
永
津
は
正
六
位
上
以
下
（
元
慶
三
年
に
正
六
位
上
と
し
て
み
え
る
）、
今
津
は
正
八
位
下
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
低

い
位
階
で
菅
原
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
功
績
を
積
ん
だ
官
人
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
賜
姓
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
（
例

え
ば
峯
嗣
）
と
は
異
な
る
と
い
え
る
。

　

で
は
菅
原
朝
臣
へ
の
改
姓
は
、
そ
の
後
の
官
途
を
拓
く
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
岡
成
や
久
米
麿
、
今
津
は
賜
姓
後
の
官
歴
が

不
明
で
あ
り
、
賜
姓
に
よ
っ
て
昇
進
の
途
が
拓
け
た
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
永
津
は
結
果
的
に
入
内
し
て
い
る
が
、
賜
姓
後
は
外
従
五

位
下
に
叙
さ
れ
て
お
り
、
内
五
位
を
得
る
ま
で
に
約
七
年
を
要
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
永
津
に
対
す
る
菅
原
朝
臣
賜
姓
は
延
暦
期
の

道
長
・
安
人
に
対
す
る
朝
臣
賜
姓
と
は
異
な
り
、
内
五
位
獲
得
と
直
結
し
て
い
な
い
。
ま
た
賜
姓
を
経
て
も
、
外
階
コ
ー
ス
に
留
め
置
か

れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
み
る
と
、
日
置
氏
へ
の
菅
原
朝
臣
賜
姓
は
い
ず
れ
も
昇
進
と
結
び
つ
く
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
久
米
麿
の
場
合
は
、
菅
原
朝
臣
姓
と
と
も
に
「
業
利
」
の
名
も
賜
与
さ
れ
て
い
る
。
改
名
は
昇
進
と
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い

が
、
そ
れ
と
同
時
に
賜
姓
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
昇
進
に
関
わ
る
も
の
で
な
く
、
名
誉
的
賜
姓
と
し
て
の
性
格
が
強
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

最
後
に
、
一
連
の
日
置
氏
に
よ
る
菅
原
改
姓
を
め
ぐ
っ
て
、
賜
姓
す
る
側
の
事
情
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
改
姓
時
に
お
け
る
官
職
に
着

目
す
る
と
、
久
米
麿
は
太
政
大
臣
（
良
房
）
家
少
従
で
あ
り
、
永
津
は
右
大
臣
（
基
経
）
家
令
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
久
米
麿
と
同
時
に

改
姓
し
た
土
師
宿
祢
益
雄
も
忠
良
親
王
家
令
を
務
め
て
い
る
。
久
米
麿
や
永
津
ら
に
菅
原
朝
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
こ
う
し
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た
王
臣
家
と
の
結
び
つ
き
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
菅
原
朝
臣
賜
姓
は
王
臣
家
の
家
司
に
対
す
る
恩
典
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
王
臣
家
は
、
家
政
機
関
に
奉
仕
す
る
官
人
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
賜
姓
を
利
用
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。

　

こ
れ
に
関
し
て
参
考
に
な
る
の
が
、
年
給
（
年
爵
・
年
官
）
の
あ
り
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
年
給
に
は
、
給
主
が
関
係
の
あ
る
者
を
叙

爵
・
加
階
あ
る
い
は
任
官
さ
せ
て
家
政
機
関
の
職
員
と
し
て
の
労
に
報
い
る
意
義
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
）
5１
（

。
賜
姓
（
改
姓
認
可
）
に
つ
い
て

も
、
こ
う
し
た
年
給
と
同
様
、
奉
仕
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
王
臣
家
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
九
世
紀
に
断
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
菅
原
改
姓
の
事
情
を
検
討
し
た
。
論
じ
た
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

① 

桓
武
期
に
二
度
の
改
賜
姓
を
経
た
古
人
流
は
、
土
師
姓
を
棄
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
喪
葬
の
職
務
か
ら
離
脱
し
、
朝
臣
姓
を
得
る
こ
と

に
よ
っ
て
内
階
コ
ー
ス
の
氏
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
延
暦
十
六
年
以
降
に
土
師
・
秋
篠
氏
か
ら
菅
原
に
改
姓
し
た
人
々
は
、

既
に
喪
葬
と
の
関
係
が
断
た
れ
て
お
り
、
土
師
姓
を
棄
て
る
こ
と
よ
り
も
菅
原
姓
を
得
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
っ
た
。
菅
原
姓
は
、
菅

原
・
秋
篠
両
氏
の
盛
衰
に
鑑
み
、
政
治
的
に
有
利
な
姓
と
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

② 

出
雲
氏
か
ら
菅
原
に
改
姓
し
た
峯
嗣
は
、
侍
医
と
し
て
の
淳
和
院
へ
の
奉
仕
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
菅
原
へ
の
改
姓
が
認
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
同
祖
関
係
が
認
め
ら
れ
る
氏
族
の
姓
か
ら
最
も
政
治
的
訴
求
力
の
高
い
菅
原
姓
を
選
択
し
て
い
た
。

　

③ 

医
術
を
家
業
と
し
て
伝
習
し
て
い
た
菅
原
梶
吉
・
梶
成
は
、
出
雲
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
両
者
へ
の
朝
臣
賜
姓
は
、

梶
吉
の
医
療
官
人
と
し
て
の
奉
仕
に
対
す
る
褒
賞
や
、
梶
成
の
遣
唐
使
任
命
に
対
す
る
恩
典
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
菅
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原
へ
の
改
姓
も
、
梶
吉
の
医
官
と
し
て
の
奉
仕
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

④ 
九
世
紀
後
半
に
相
次
い
で
お
こ
な
わ
れ
た
日
置
氏
に
よ
る
菅
原
朝
臣
へ
の
改
姓
三
件
を
め
ぐ
っ
て
、
日
置
臣
氏
が
主
張
し
た
系
譜
は

仮
冒
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
日
置
造
氏
や
日
置
首
氏
が
主
張
し
た
系
譜
は
仮
冒
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
日
置
造
・
日
置
首
両
氏
へ
の
菅
原
朝
臣
賜
姓
は
、
藤
原
良
房
や
基
経
の
家
司
に
対
す
る
恩
典
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
仮
冒
し
た
系
譜
は
古
人
流
を
介
さ
ず
に
国
家
的
な
認
定
を
受
け
得
る
条
件
が
整
っ
て
い
た
。

　

以
上
の
考
察
結
果
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
改
姓
を
お
こ
な
っ
た
氏
族
に
着
目
す
る
と
、
九
世
紀
に
お
け
る
菅
原
改
姓
は
三
つ
の
段
階
に

区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ⅰ　

 

延
暦
～
弘
仁
年
間
。
土
師
氏
あ
る
い
は
土
師
氏
か
ら
改
姓
し
て
い
た
秋
篠
氏
の
み
が
菅
原
に
改
姓
で
き
た
。

ⅱ　

 

天
長
末
年
以
降
。
侍
医
な
ど
の
医
官
や
遣
唐
使
を
務
め
た
官
人
に
対
す
る
恩
典
と
し
て
、
出
雲
氏
に
菅
原
賜
姓
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

ⅲ　

 

貞
観
年
間
。
院
や
王
臣
家
へ
の
奉
仕
に
対
し
て
、
土
師
氏
や
出
雲
氏
の
ほ
か
、
日
置
氏
な
ど
に
も
菅
原
賜
姓
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
九
世
紀
を
通
し
て
菅
原
に
改
姓
可
能
な
氏
族
の
範
囲
が
段
階
的
に
拡
大
し
て
い
っ
た
様
相
を
み
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
編
纂
に
み
ら
れ
た
、
改
姓
の
氾
濫
に
よ
る
混
乱
を
糺
そ
う
と
す
る
姿
勢
）
53
（

が
次
第
に
弛
緩
し
て

い
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
、
改
姓
を
望
む
諸
氏
族
の
動
向
を
利
用
し
、
官
人
の
奉
仕
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
王
権
が
賜
姓
（
改

姓
認
可
）
を
利
用
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
氏
族
側
か
ら
み
る
と
、
諸
氏
族
か
ら
改
姓
し
た
氏
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
九
世
紀
の
菅
原
氏
全
体
は
結
果
的
に
同
じ
姓
を
名
乗
っ
て

い
た
に
す
ぎ
ず
、
一
体
の
政
治
集
団
と
は
み
な
し
が
た
い
。
す
く
な
く
と
も
菅
原
氏
の
事
例
に
限
っ
て
い
え
ば
、
九
世
紀
に
お
け
る
一
連

の
改
姓
を
、
古
人
流
に
よ
る
同
族
の
再
結
集
の
動
き
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
菅
原
氏

の
特
殊
性
か
ど
う
か
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
平
安
期
に
お
け
る
氏
の
存
在
形
態
や
氏
族
政
策
の
特
質
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
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異
な
る
類
型
の
氏
や
改
姓
事
例
な
ど
を
分
析
し
て
帰
納
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
梶
吉
・
梶
成
や
峯
嗣
と
い
っ
た
医
道
菅
原
氏
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
末
～
十
世
紀
前
半
に
あ
ら
わ
れ
る
医

官
の
菅
原
氏
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
医
道
菅
原
氏
は
そ
の
後
に
姿
を
消
す
こ
と
と
な
る
が
、
医
道
を
世
襲
す
る
家
と
し

て
残
っ
て
い
く
和
気
氏
・
丹
波
氏
な
ど
と
の
違
い
は
何
に
起
因
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
今
後
の
課

題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
し
た
い
。

註（
１
）　

長
山
泰
孝
「
古
代
貴
族
の
終
焉
」（『
古
代
国
家
と
王
権
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出
は
一
九
八
一
年
）。

（
2
）　

宇
根
俊
範
「
律
令
制
下
に
お
け
る
改
賜
姓
に
つ
い
て
─
朝
臣
賜
姓
を
中
心
と
し
て
─
」（『
史
学
研
究
』
一
四
七
、一
九
八
〇
年
）

（
3
）　

宇
根
俊
範
「
律
令
制
下
に
お
け
る
改
賜
姓
に
つ
い
て
─
宿
祢
賜
姓
を
中
心
と
し
て
─
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九
九
、一
九
八
三
年
）。

（
４
）　

溝
口
優
樹
「
土
師
氏
の
改
姓
と
菅
原
・
秋
篠
・
大
枝
氏
の
成
立
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
七
〇
、二
〇
一
八
年
）。

（
5
）　

石
母
田
正
「
古
代
の
身
分
秩
序
」（『
石
母
田
正
著
作
集
』
第
四
巻
所
収
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）。

（
６
）　

加
藤
謙
吉
に
よ
る
と
、「
腹
」
と
は
東
漢
氏
の
「
三
腹
」
や
「
東
国
六
腹
朝
臣
」
の
よ
う
に
、
氏
の
族
団
的
結
合
を
擬
制
す
る
目
的
で
生
み

出
さ
れ
た
、
観
念
的
な
系
譜
操
作
の
所
産
で
あ
る
が
、
蘇
我
氏
の
「
八
腹
臣
」
の
よ
う
に
氏
族
分
裂
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
実
上
の
親
族
集
団
を
指

す
場
合
も
あ
る
と
い
う
（「
東
漢
氏
の
氏
族
組
織
の
成
立
」〈『
大
和
政
権
と
古
代
氏
族
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
〉）。

（
7
）　

延
暦
四
年
（
七
八
五
）
に
は
「
故
遠
江
介
従
五
位
下
菅
原
宿
祢
古
人
」
と
あ
り
、
古
人
が
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（『
続
日

本
紀
』
延
暦
四
年
十
二
月
甲
申
〈
二
十
三
日
〉
条
）。
延
暦
二
年
四
月
に
巨
勢
総
成
が
遠
江
介
に
補
任
さ
れ
て
い
る
が
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年

〈
七
三
八
〉
四
月
壬
申
〈
二
十
六
日
〉
条
）、
古
人
が
遠
江
介
に
補
任
さ
れ
た
の
は
天
応
元
年
五
月
で
あ
る
の
で
（『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
五
月

癸
未
〈
二
十
五
日
〉
条
）、
総
成
の
補
任
は
古
人
の
死
去
を
う
け
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
8
）　

藤
原
宮
跡
内
裏
東
官
衙
地
区
出
土
木
簡
（『
木
簡
研
究
』
一
三
─
一
三
頁
）。
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（
９
）　

直
木
孝
次
郎
「
土
師
氏
の
研
究
─
古
代
的
氏
族
と
律
令
制
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
年
、
初
出
は
一
九
六
〇
年
）、
橋
本
義
則
「
律
令
国
家
と
喪
葬
─
喪
葬
官
司
と
喪
葬
氏
族
の
行
方
─
」（
栄
原
永
遠
男
・
西
山
良
平
・
吉

川
真
司
編
『
律
令
国
家
史
論
集
』
所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
１0
）　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
五
月
癸
卯
（
二
十
一
日
）
条
。

（
１１
）　

野
村
忠
夫
「
内
・
外
位
制
と
内
・
外
階
制
」（『
律
令
官
人
制
の
研
究　

増
訂
版
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
、
初
版
一
九
六
七

年
）、
同
「
内
・
外
階
制
の
成
立
と
古
代
律
令
官
僚
の
構
成
原
理
」（『
官
人
制
論
』
所
収
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
五
年
）。

（
１2
）　

天
平
三
年
（
七
三
〇
）
に
土
師
宿
祢
千
村
が
外
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
の
が
初
見
で
あ
る
（『
続
日
本
紀
』
天
平
三
年
正
月
丙
子
〈
二
十
七

日
〉
条
）。
以
後
、
外
五
位
を
経
ず
に
内
五
位
に
叙
さ
れ
た
土
師
氏
の
官
人
は
み
ら
れ
な
い
。

（
１3
）　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
正
月
戊
辰
（
七
日
）
条
。

（
１４
）　

米
澤
康
「
土
師
氏
の
改
姓
（
上
・
下
）」（『
芸
林
』
一
二
─
五
・
六
、一
九
六
一
年
）。

（
１5
）　

大
塚
徳
郎
「
平
安
初
期
の
新
官
人
と
そ
の
系
譜
」（『
平
安
初
期
政
治
史
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
、
初
出
は
一
九
六
三

年
）。

（
１６
）　

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
１１　

江
次
第　

二　

冊
子
本
一
』（
八
木
書
店
、
一
九
九
六
年
）
を
も
と
に
筆
者
が

翻
刻
し
た
。

（
１7
）　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
七
月
戊
申
（
十
九
日
）
条
。

（
１8
）　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
二
・
十
七
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
四
月
二
十
三
日
付
太
政
官
符
。

（
１９
）　

溝
口
優
樹
「
土
師
氏
の
改
姓
と
菅
原
・
秋
篠
・
大
枝
氏
の
成
立
」（
前
掲
註
（
４
）
論
文
）。

（
20
）　

典
薬
寮
の
医
得
業
生
は
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
峯
嗣
が
任
じ
ら
れ
た
の
は
内
薬
司
の
医
得
業
生
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。

（
2１
）　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
正
月
癸
丑
（
七
日
）
条
。

（
22
）　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
元
年
十
月
丙
寅
（
十
五
日
）
条
。

（
23
）　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
十
月
三
日
己
卯
条
。
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（
2４
）　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
元
年
十
月
癸
酉
（
二
十
二
日
）
条
。

（
25
）　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
十
二
月
二
十
九
日
甲
戌
条
。

（
2６
）　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
正
月
戊
戌
（
二
十
八
日
）
条
。 

（
27
）　
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
五
月
甲
申
（
三
日
）
条
。

（
28
）　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
六
月
戊
戌
（
十
二
日
）
条
。

（
2９
）　
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
三
月
庚
子
（
十
三
日
）
条
。

（
30
）　

天
平
十
七
年
「
典
薬
寮
解
」（『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
四
〇
五
／
『
正
倉
院
文
書
』
正
集
三
）。

（
3１
）　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
四
月
丁
未
（
七
日
）
条
。

（
32
）　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
十
一
月
甲
午
（
二
十
九
日
）
条
。

（
33
）　
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
二
月
甲
戌
条
。

（
3４
）　

広
貞
は
大
同
五
年
（
八
一
〇
）、
外
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
（『
類
聚
国
史
』
九
九
、
叙
位
、
大
同
五
年
八
月
戊
子

〈
二
十
日
〉
条
）。
な
お
、
こ
こ
に
は
「
出
雲
臣
広
貞
」
と
あ
る
が
、「
臣
」
は
「
連
」
の
誤
り
と
み
ら
れ
る
。

（
35
）　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
四
月
丁
未
（
七
日
）
条
。

（
3６
）　

Ｅ
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
著
、
田
村
完
誓
訳
『
円
仁　

唐
代
中
国
へ
の
旅
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
初
版
は
一
九
六
三
年
、

原
著
は
一
九
五
五
年
）。

（
37
）　

佐
伯
有
清
「
承
和
の
遣
唐
使
を
め
ぐ
る
賜
姓
と
移
貫
」（『
日
本
古
代
氏
族
の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
は

一
九
八
三
年
）。

（
38
）　
『
平
安
遺
文
』
第
一
巻
、
一
五
二
号
文
書
。

（
3９
）　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
十
一
月
庚
子
朔
条
。

（
４0
）　

梶
吉
の
侍
医
へ
の
任
官
は
少
な
く
と
も
承
和
九
年
（
八
四
二
）
以
前
に
遡
る
（
表
2
─
⑦
）。

（
４１
）　

喜
田
新
六
「
位
階
制
と
並
存
す
る
姓
の
在
り
方
」（『
令
制
下
に
お
け
る
君
臣
上
下
の
秩
序
に
つ
い
て
』
所
収
、
皇
学
館
大
学
出
版
部
、

一
九
七
二
年
）。
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（
４2
）　
『
国
造
北
島
氏
系
譜
』
は
鎌
倉
時
代
初
頭
に
編
纂
さ
れ
、
江
戸
時
代
初
期
に
至
る
ま
で
書
き
継
が
れ
た
北
島
家
の
系
図
で
あ
る
が
、
天
穂
日

命
か
ら
「
帯
評
督
」
に
い
た
る
部
分
は
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
高
嶋
弘
志
「「
出
雲
国
造
系
図
」
成
立
考
」〈
田
中
喜
男
編

『
日
本
海
地
域
史
研
究
』
第
七
輯
所
収
、
文
献
出
版
、
一
九
八
五
年
〉、
鈴
木
正
信
「
出
雲
国
造
の
系
譜
と
そ
の
諸
本
」〈『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の

基
礎
的
研
究
』
所
収
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
は
二
〇
〇
八
年
〉）
な
ど
。

（
４3
）　

松
前
健
「
日
置
部
の
一
考
察
」（『
神
道
宗
教
』
三
二
、一
九
六
三
年
）、
前
田
晴
人
『
古
代
出
雲
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
４４
）　

日
置
造
（
左
京
諸
蕃
・
右
京
諸
蕃
・
大
和
国
諸
蕃
・
摂
津
国
諸
蕃
）、
日
置
倉
人
（
大
和
国
諸
蕃
）。

（
４5
）　

岸
俊
男
「「
額
田
部
臣
」
と
倭
屯
田
」（『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
八
八
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
）。

（
４６
）　

平
石
充
「
出
雲
の
部
民
制
・
国
造
制
」（『
歴
史
評
論
』
七
八
六
、二
〇
一
五
年
）。

（
４7
）　

天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）「
丹
斤
量
定
文
」（『
大
日
本
古
文
書
』
二
十
五
─
一
三
一
／
正
倉
院
丹
裹
古
文
書
七
八
号
）。

（
４8
）　

山
崎
院
跡
出
土
文
字
瓦
（『
大
山
崎
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
二
五
集
』
大
山
崎
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年
）
№
二
八
。

（
４９
）　

熊
谷
公
男
「
治
部
省
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』
八
八
─
四
、一
九
七
九
年
）。

（
50
）　

熊
谷
公
男
「
令
制
下
の
カ
バ
ネ
と
氏
族
系
譜
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集
［
歴
史
学
・
地
理
学
］』
一
四
、一
九
八
四
年
）。

（
5１
）　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
十
二
月
戊
戌
（
二
十
九
日
）
条
。

（
52
）　

尾
上
陽
介
「
年
爵
制
度
の
変
遷
と
そ
の
本
質
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
四
、一
九
九
四
年
）、
同
「
年
官
制
度
の
本
質
」（『
史

観
』
一
四
五
、二
〇
〇
一
年
）。

（
53
）　
『
新
撰
姓
氏
録
』
序
。




